
平成 29年度：農を活かした北中城活性化検討事業

再生可能資源を活用した北中城産業の活性化推進（詳細調査ほか）業務 

報 告 書

平成 30 年 3 月 

沖 縄 県 中 頭 郡 北 中 城 村 





目  次

第 1章 業務の概要 ....................................................................................................................................... 1 

1.1 業務の目的.......................................................................................................................................... 2 

1.2 平成 29年度に実施する事業概要 ...................................................................................................... 2 

1.3 事業実施方針 ...................................................................................................................................... 3 

1.4 業務実施フロー .................................................................................................................................. 3 

1.5 業務内容 ............................................................................................................................................. 4 

1.5.1 基礎的な調査の実施と事業方針及び実証実験における実施内容･目指す成果、使用する再生可

能資源（生ゴミ）の成分分析・課題･対策などの詳細調査・検討の実施 ............................................ 4 

1.5.2 候補地域の選定 ............................................................................................................................ 7 

第 2章 事業化実証実験への取組みの主旨、そのために必要な作業の考え方等について整理 .................. 8 

2.1 業務の背景.......................................................................................................................................... 9 

2.2 実証実験の目的・実施方針 .............................................................................................................. 11 

2.3 本年度の業務の目的 ......................................................................................................................... 12 

2.4 事業のスケジュール ......................................................................................................................... 12 

第 3章 基礎調査の実施 .............................................................................................................................. 13 

3.1 上位関連計画 .................................................................................................................................... 14 

3.1.1 上位関連計画の整理 .................................................................................................................. 14 

3.1.2 農を活かした北中城活性化検討事業に関わる他業務の進捗状況整理 ...................................... 16 

3.2 村内の土地利用状況及びそれに関わる検討状況整理 ...................................................................... 17 

3.2.1 土地利用の目的 .......................................................................................................................... 17 

3.2.2 北中城村の土地利用計画について ............................................................................................ 17 

3.2.3 駐留軍用地「アワセゴルフ場地区」における土地利用計画 .................................................... 18 

3.3 バイオガス発電に関わる最新動向及び関連規制整理 ...................................................................... 20 

3.3.1 バイオガス発電に関わる最新動向 ............................................................................................ 20 

3.3.2 バイオガス発電に関わる法規制 ................................................................................................ 21 

3.3.3 農用地の取扱いについて ........................................................................................................... 23 

3.4 食品廃棄物系バイオマスエネルギー利用システムについて ........................................................... 24 

3.4.1 食品廃棄物系のバイオマスのエネルギー利用の検討の視点 .................................................... 24 

3.4.2 各種バイオマスのエネルギー変換技術の水準 .......................................................................... 25 

3.4.3 バイオマスエネルギーの賦存量と利用可能性 .......................................................................... 28 

3.4.4 バイオマスエネルギー利用システムの概要 .............................................................................. 29 

3.4.5 生ごみ等のメタン発酵の事例 .................................................................................................... 32 

3.5 生ゴミ等の飼料化・堆肥化の現状と課題 ........................................................................................ 35 

3.5.1 飼料化について .......................................................................................................................... 35 

3.5.2 堆肥化について .......................................................................................................................... 43 

3.5.3 飼料化と堆肥化の関係について ................................................................................................ 48 



3.6 北中城村植物ごみ資源化事業 .......................................................................................................... 48 

第 4章 想定される主な実証実験導入設備・装置についての考え方......................................................... 49 

4.1 実証実験の目的 ................................................................................................................................ 50 

4.2 実証実験取組の方針 ......................................................................................................................... 51 

4.3 実証実験の必要性と導入設備・装置の大まかな方針 ...................................................................... 52 

4.3.1 実証実験の必要性 ...................................................................................................................... 52 

4.3.2 実証実験導入設備・装置の大まかな方針 ................................................................................. 53 

第 5章 再生可能資源（生ゴミ）を原材料として活用するための対策ポイントの整理 ........................... 55 

5.1 良好なメタン発酵のための対策ポイント ........................................................................................ 56 

5.1.1 メタン発酵が再注目される社会的・技術的背景....................................................................... 56 

5.1.2 メタン発酵の原理と化学量論 .................................................................................................... 58 

5.1.3 メタン発酵の環境条件と運転指標 ............................................................................................ 61 

5.1.4 廃棄物系バイオマスのエネルギー資源化の現況....................................................................... 64 

5.1.5 メタン発酵技術の課題 ............................................................................................................... 69 

5.2 良好な堆肥化のための対策ポイント ............................................................................................... 70 

5.2.1 よい堆肥の見きわめ方 ............................................................................................................... 70 

5.2.2 作物生産農家が望む堆肥とは .................................................................................................... 74 

5.3 良好な炭の農業利用のための対策ポイント .................................................................................... 76 

第 6章 再生可能資源の排出量・ゴミの構成の把握、排出ゴミ全体としての成分構成の分析と課題の把握

 .................................................................................................................................................................... 86 

6.1 再生可能資源の成分構成などの目的 ............................................................................................... 87 

6.2 イオンモール沖縄ライカムの生ごみ処理の課題 ............................................................................. 87 

6.3 再生可能資源の排出施設の概要 ....................................................................................................... 87 

6.3.1 排出施設の概要 .......................................................................................................................... 87 

6.3.2 排出方法..................................................................................................................................... 89 

6.4 排出量実績........................................................................................................................................ 90 

6.4.1 施設全体からの排出量 ............................................................................................................... 90 

6.4.2 店舗毎の排出量 .......................................................................................................................... 93 

6.5 生ごみ成分分析・試験の目的 .......................................................................................................... 95 

6.6 生ごみの採取方法 ............................................................................................................................. 95 

6.7 成分分析・試験の方法 ..................................................................................................................... 97 

6.7.1 生ごみの成分分析方法 ............................................................................................................... 97 

6.7.2 メタン発酵試験の方法 ............................................................................................................. 100 

6.8 生ごみの構成内容把握の結果 ........................................................................................................ 104 

6.9 成分分析・試験結果と考察 ............................................................................................................ 106 

6.9.1 試験結果................................................................................................................................... 106 

6.9.2 考察 .......................................................................................................................................... 108 

6.10 分析・試験結果による事業見通しのまとめ ................................................................................ 116 



6.10.1 バイオガスの濃度・発生量・安定性 ..................................................................................... 116 

6.10.2 アンモニアの影響 .................................................................................................................. 117 

6.10.3 微量金属類の影響 .................................................................................................................. 118 

6.10.4 消化液の活用・処理方法 ....................................................................................................... 118 

6.10.5 発電量の見込み...................................................................................................................... 123 

第 7章 類似・優良事例の整理 ............................................................................................................ 124 

7.1 再生可能（生ゴミ）資源によるバイオガス発電設備 .................................................................... 125 

7.1.1 バイオガス発電設備の事例のまとめ ....................................................................................... 125 

7.1.2 バイオガス発電設備の事例の一覧 .......................................................................................... 127 

7.2 再生可能資源（生ゴミ）による炭化装置 ...................................................................................... 140 

7.2.1 炭化装置の事例のまとめ ......................................................................................................... 140 

7.2.2 炭化装置の事例の一覧 ............................................................................................................. 142 

7.3 再生可能（生ゴミ）資源による堆肥化設備・装置........................................................................ 152 

7.3.1 堆肥化設備の事例のまとめ ..................................................................................................... 152 

7.3.2 堆肥化設備の事例の一覧 ......................................................................................................... 154 

7.4 ＩＴ技術を利用した省エネ・省力化と環境データ収集・制御管理について ............................... 164 

7.5 ＩＴ農業事例 .................................................................................................................................. 169 

7.5.1 IT農業事例のまとめ ................................................................................................................ 169 

7.5.2 IT農業事例の一覧 .................................................................................................................... 171 

7.6 農業ハウスの事例 ........................................................................................................................... 181 

7.6.1 農業ハウスの事例まとめ ......................................................................................................... 181 

7.6.2 農業ハウス事例の一覧 ............................................................................................................. 183 

7.7 イメージするＩＴ設備機器・ハウス等の生産システム事例 ......................................................... 193 

第 8章 事業化への取組み方針と実験設備構成・実験内容・求める成果について ........................... 224 

8.1 取組み方針・スキーム・導入設備の考え方の検討フロー ............................................................. 225 

8.2 事業化に向けての取組み方針 ........................................................................................................ 226 

8.3 事業化のための実証実験実施に向けた設備・装置の構成について .............................................. 227 

8.3.1 実証実験の取組みスキーム ..................................................................................................... 227 

8.3.2 実証実験の設備・装置のより詳細な方針（本計画策定前） .................................................. 228 

8.3.3 導入設備のモデル案の選定（本計画策定前） ........................................................................ 230 

8.3.4 実証実験の設備・装置のより詳細な方針（本計画策定後） .................................................. 232 

8.3.5 導入設備のモデル案の選定（本計画策定後） ........................................................................ 234 

8.3.6 （参考）モデル案選定に関する考察 ....................................................................................... 236 

8.4 実証試験の内容と目指す成果について .......................................................................................... 255 

第 9章 実証実験候補地の選定 ............................................................................................................ 258 

9.1 候補地選定の目的 ........................................................................................................................... 259 

9.2 候補地の位置 .................................................................................................................................. 259 

9.3 候補地の状況整理 ........................................................................................................................... 260 



9.3.1 候補地の概要 ........................................................................................................................... 260 

9.3.2 土地規制................................................................................................................................... 261 

9.4 住民意向ヒアリング ....................................................................................................................... 263 

9.4.1 ヒアリングの目的 .................................................................................................................... 263 

9.4.2 ヒアリングの方法 .................................................................................................................... 263 

9.4.3 ヒアリングの結果 .................................................................................................................... 263 

9.5 評価の着眼点と評価方法 ................................................................................................................ 268 

9.6 評価結果 ......................................................................................................................................... 269 



第1章 業務の概要

1.1 業務の目的 ................................................................................................................................... 2 

1.2 平成 29年度に実施する事業概要 ................................................................................................ 2 

1.3 事業実施方針 ............................................................................................................................... 3 

1.4 業務実施フロー ........................................................................................................................... 3 

1.5 業務内容 ...................................................................................................................................... 4 

- 1 -



1.1 業務の目的

本事業は自治体と民間が共同で、農業振興に資する付加価値生産物の確立と営農改善による生産向

上への取組み、農業従事者不足の解消・高齢化対策としての若年労働者流入促進と育成、地域エネル

ギーの地産地消への対応に向け、「農を活かした北中城活性化検討事業」の他の業務とも連動を図り、

再生可能資源を活用した農業振興モデル取組みの実証実験を行い、その成果を持って、地域の雇用を

生み出しながら人・もの（食・農・エネルギー）の地産地消を強力に進め、前進ある地域づくり事業

“何が起きても負けない農と住の調和ある安全で安心した暮らしのできる村”を実現していくことを

目的とする。

1.2 平成 29年度に実施する事業概要

平成 29年度は前年度の総務省委託調査で設置した委員会を継続し、候補地域自治会長などを新た

に加えて委員の見直しを図り、総務省調査で上位選定された３箇所の候補地から確実に実施可能な 1

箇所を抽出の上、農業振興（施設園芸・耕作放棄地の再生・養鶏などで）に資する新たな事業展開の

実現を目指し、詳細調査の実施、実証実験に関する基本計画及び概略（基本）設計の策定を図ってい

くことであった。

しかしながら、予算措置ならびに実証実験の実施に向けた担保として成果が見込める可能性を確か

なものとしていくことが必要とされることから、当初の作業を２年度に分割し、平成 29年度で詳細

調査及び実験の実施に向けた検討を図り、平成 30年度に基本計画及び概略（基本）設計の策定を行

うこととした。

よって平成 29年度の作業として、バイオマス施設からのエネルギー供給を園芸ハウス及び炭化・

堆肥化・飼料化設備へ行うことで使用エネルギーコストの削減と堆肥化への消化液（液肥のもと）提

供を可能とし、良品質・低コストの堆肥・飼料の生産、さらには飼料や堆肥を活用して採算性・市場

性が高い付加価値農産物の生産・養鶏での産卵の実証実験までを行うため、最も重要となる再生可能

資源（生ゴミ）の成分構成などの分析・課題整理・対策の検討、類似事例調査をも含めて目指す効果

を発揮しうる設備･装置のあり方検討までの詳細な調査に取組む。
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実証実験の実施に向けて、農振・都市計画・環境に関する関係機関との調整・協議等を図っ

た。

実証実験の取り組みの趣旨、目的を整理した。また、再生可能資源の排出量整理や成分分析

等を実施し、安定した事業実施に結びつくように計画を検討した。

土地確保の可能性、そこで取組むことによる実験への協力度合い、法的規制などの条件や土

地周辺の環境及び住民意向など客観的な評価指標により候補地を選定した。

1.3  事業実施方針

１）基礎的な調査の実施と事業方針及び実証実験における実施内容･目指す成果、使用する再生可能
資源（生ゴミ）の成分分析・課題･対策などの詳細調査・検討の実施               

２）候補地域の選定                                       

３）関係機関等との協議・調整

1.4  業務実施フロー

“何が起きても負けない農と住の調和ある安全で安心した暮らしのできる村”の実現に向けて

有効な実証実験を実施するために、実証実験に向けた基礎調査や実験内容の方針整理を行う。

３）関係機関等との協
議・調整 

１）基礎的調査、実施内容･目指す成果整理、
再生可能資源の成分分析・課題検討等 

①取組みの趣旨、作業の考え方整理 

②基礎調査の実施 

③主な実験導入設備・装置の考え方整理 

④再生可能資源の排出量等の把握、成分構成の分

析・課題把握 

⑤原材料として活用するための対応策検討 

⑥類似・優良事例の整理 

⑦事業化への取組み方針及び実験設備構成・内

容・成果等の整理 

⑧実証結果報告及びとりまとめイメージの検討・

整理 

⑨その他必要な事項 

２）候補地域の選定 

①候補地の比較・確定 

②候補地の活用方針検討 

実証実験に向けた設備設計・施工へ 
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1.5  業務内容

1.5.1 基礎的な調査の実施と事業方針及び実証実験における実施内容･目指す成果、使用する再生可能

資源（生ゴミ）の成分分析・課題･対策などの詳細調査・検討の実施

総務省委託調査として前年度実施の既往検討成果を参考に、現時点で想定されている再生可能資源

（生ゴミ）の 1日対応量：2ｔ、45坪規模の園芸施設ハウス 1棟（炭化･堆肥化･飼料化の設備･装置

及びバイオガス設備･装置の一部などを設置するスペース含む）、30 坪の露地圃場、残りのバイオガ

ス設備･装置で 25坪などを約 100坪の敷地に配置、その上で実証実験を展開していくことを想定し、

最も重要となる再生可能資源（生ゴミ）の成分構成などの分析・課題整理・対策の検討、類似事例調

査をも含めて目指す効果を発揮しうる設備･装置のあり方の検討までの詳細な調査を行った。

①事業化実証実験への取組みの趣旨、そのために必要な作業の考え方などについて整理

（事業化実証実験の趣旨・目的、実施方針、その上で重要なポイントとなる再生可能資源の成分

構成の把握と原材料としての活用のあり方、今後の作業の進め方などについて整理）

②今回の事業化実証実験を実施するに当たっての基礎調査の実施

 （上位計画ならびに関連する諸計画状況（水耕栽培実証など）の整理）

③想定される主な実験導入設備・装置について考え方を整理

④再生可能資源（生ゴミ）の排出量・ゴミの構成（野菜・麺類・揚げ物類・肉・魚・飲料水･アル

コール類などの内容と構成比）の把握、排出ゴミ全体としての成分構成（たんぱく質、炭水化物、

脂肪（油分）有機廃物など）の分析と課題の把握

⑤前項の④の結果を踏まえ、再生可能資源（生ゴミ）原材料として活用するための対応策の検討

１）良好なメタン発酵に向けた物質変換概要と環境条件などについて整理し、対応策を検討

２）良質な堆肥づくりに向けた原材料成分のあり方と添加物などの条件について整理し、対応策を検討

３）良質な飼料づくりに向けた原材料成分のあり方と添加物などの条件について整理し、対応策を検討

⑥今回取組む実証実験設備に関する類似・優良事例の整理（バイオガス設備、過熱蒸気式炭化装

置・堆肥化設備、飼料化設備及びエネルギー連携の IT園芸ハウスなどに関する類似・優良事例

の整理）

⑦事業化を目指すための取組み方針及び実験に導入する設備･装置の基本構成の検討、実験内容・

成果などの整理

■今回実証する実験で事業化を目指すための取組み方針（役割）の整理

■バイオガス設備、過熱蒸気式炭化装置・堆肥化設備、飼料化設備における設備･装置の基本

構成の検討、実験内容・成果などの整理

■園芸ハウスにおける栽培品目の検討及び必要となる栽培環境・設備･装置の基本構成の検討、

実験内容・成果などの整理

■バイオガス設備でのエネルギー化・液肥化における発生量・熱量など目指す数値・効果の整

理

■製造飼料の品質検証法と目指す成果の整理

■炭・堆肥の品質検証法と目指す成果の整理

⑧実証結果報告及びとりまとめイメージの検討・整理

⑨その他必要な事項
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（１）事業化実証実験への取組みの趣旨、そのために必要な作業の考え方などの整理 

前年度の総務省調査で整理した基礎的な調査及び検討された分散エネルギーに関する基本的事

項を踏まえ、事業化実証実験の趣旨・目的、実施方針、その上で重要なポイントとなる再生可

能資源の成分構成の把握と原材料としての活用のあり方、今後の作業の進め方などについて整

理する。 

（２）今回の事業化実証実験を実施するに当たっての基礎調査の実施 

今後の事業化へ向けて必要な情報について調査を実施した。 

主な調査項目は以下に示すとおり。 

【調査項目】 

ア）上位関連計画 

イ）農を活かした北中城活性化検討事業に関わる他業務の進捗状況 等 

ウ）村内の土地利用状況及びそれに関わる検討状況 等 

エ）バイオマス発電に関わる最新動向（法規制等の改正等） 

オ）生ゴミを活用した堆肥化・飼料化の法規制 

なお、実証候補地は制約が多い農業振興地域である可能性が高いため、農用地の土地使用に関

する手続きについて、最新の法改正の状況などを踏まえて調査を実施した。 

（３）想定される主な実験導入設備・装置について考え方を整理 

事業化実証実験の趣旨・目的、実施方針を踏まえ、導入する設備・装置を検討するとともに導

入の考え方を整理する。 

（４）再生可能資源の排出量・ゴミの構成の把握、排出ゴミ全体としての成分構成分析と課題の把握 

本事業において対象とする再生可能資源について、使用量などの実態を調査把握し、精査した。

調査はヒアリングによるものとし、再生可能資源の出される施設の管理者並びに資源の処理業

者に対して行った。 

ゴミの構成（野菜・麺類・揚げ物類・肉・魚・飲料水･アルコール類などの内容と構成比）につ

いても事業者にヒアリングするとともに実際の排出状況を現地にて確認した。 

ヒアリング等により把握したゴミの構成結果を基に、排出ゴミ全体としての成分構成（たんぱ

く質、炭水化物、脂肪（油分）有機廃物など）を把握した。また、成分構成の偏り等による事

業への課題を整理した。 

（５）再生可能資源（生ゴミ）原材料として活用するための対応策の検討 

（４）で把握した成分構成を踏まえ、再生可能資源（生ゴミ）を原材料として活用するための

対応策を検討した。 

１）良好なメタン発酵に向けた物質変換概要と環境条件などについて整理し、対応策を検討 

２）良質な堆肥づくりに向けた原材料成分のあり方と添加物などの条件について整理し、対応策を検討

３）良質な飼料づくりに向けた原材料成分のあり方と添加物などの条件について整理し、対応策を検討
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（６）今回取組む実証実験設備に関する類似・優良事例の整理 

今回の事業で扱う実証実験設備（バイオガス設備、炭化・堆肥化・飼料化設備、エネルギー連

携の園芸施設ハウス等）に関する類似・優良事例を整理した。 

事例整理にあたっては、本事業への参考とするため、事業規模、事業費、事業主体、事業箇所

の特徴、景観性、環境性等の観点から整理した。 

（７）事業化を目指すための取組み方針及び実験に導入する設備･装置の基本構成の検討、実験内容・

成果などの整理 

１）実証実験の取組み方針の整理 

事業化実証実験の趣旨・目的、実施方針を踏まえ、将来の事業展開も見据え、実証実験の取組

み方針を作成した。 

２）導入する設備･装置の基本構成検討 

取組み方針を踏まえ、実験に導入する設備･装置について、基本構成を検討・整理した。 

設備・装置は実験の目的を達成するために過不足のない構成とした。 

３）実験内容・目指す成果の整理 

取組み方針及び導入設備・装置の基本構成を基に、実験内容・成果等を検討・整理した。 

具体的な検討項目は以下の通り。 

■導入設備・装置（バイオガス設備、過熱蒸気式炭化装置・堆肥化設備、飼料化設備における

設備･装置等）に対する実験内容・成果などの整理 

■園芸ハウスにおける栽培品目の検討及び必要となる栽培環境・設備･装置の基本構成の検

討、実験内容・成果などの整理 

■バイオガス設備でのエネルギー化・液肥化における発生量・熱量など目指す数値・効果の

整理 

■製造飼料の品質検証法と目指す成果の整理 

■炭・堆肥の品質検証法と目指す成果の整理

（８）実証結果報告及びとりまとめイメージの検討・整理 

上記の検討事項を踏まえ、実証結果報告及びとりまとめ時のイメージを検討・整理した。 

イメージの整理に当たっては、実証の結果が直感的にわかるよう、ビジュアルにも配慮した。

（９）その他必要な事項 

その他に検討が必要な事項がある場合は、作業事前協議にて調整した。 
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1.5.2  候補地域の選定

農業施設及び公的施設（街路灯など）へのバイオガスエネルギー製造実証実験施設の設置候補地と

して前年度の総務省調査で検討された３箇所（荻道･大城地区、安谷屋地区、渡口地区）に対し、土

地確保の可能性、そこで取組むことによる実験への協力度合い、法的規制などの条件や土地周辺の環

境及び住民意向を詳細に把握のうえ、取組みに向けた地域の熟度を検証し、実証実験の実施候補地を

1箇所に絞り込みを行った。

（１）候補地の比較と確定

前年度の総務省調査で検討された 3箇所（荻道･大城地区、安谷屋地区、渡口地区）に対し、土

地確保の可能性、そこで取組むことによる実験への協力度合い、法的規制などの条件や土地周

辺の環境及び住民意向などから比較評価を行い、1箇所に絞込みを行った。 

（２）候補地の活用方針検討

（１）で選定した候補地に対して、実証実験における活用の方針を検討した。 
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2.1 業務の背景

北中城村分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業 概要

【事業実施の基本戦略（取組みのあり方）】
基本戦略①：三つの循環により地域が自立・発展するための北中城村の新しい拠点づくり

三つの循環とエネルギーインフラの役割

１ エネルギーの循環を促す拠点 “ダイナモ”としての役割
ゴミを使ってエネルギーを生み出す。そのエネルギーを村民の営みや農業に活用。

２ 食物循環を促す拠点“再生工場”としての役割
生ゴミからエネルギーを取り出し液肥・堆肥を生成。農業に活用。農産物を地域で消費し、更
にそのゴミを回収。

３ 地域外への資金流出を防ぐ拠点“地域経済循環の要”としての役割
重油を基にするエネルギーは、海外へ利益が流出する。海外の安価な農産物を消費すると海外

へ利益が流出する。これを回避して地域内に利益を創出。
基本戦略②：村の発展に合わせた段階的事業展開 

二つの事業ステージと段階ごとのエネルギーインフラの役割

１ 村内に生まれた新しい街をモデルとしたエネルギーインフラとしての役割

大型商業施設や大型複合病院を中心に生まれ変わろうとしている新しい街

２ 北中城村の発展や需要と供給のバランスを考慮したエネルギーインフラとしての役割

農業振興／安全・安心／地域活性化

【背景】 

・アワセ地区大規模商業施設の生ごみは総量等の理由で村外の事業者において委託処理を実施

・総合戦略ではまちづくり施策により、人口増加を図り地方創生を実現する計画

・地方創生の実現には、若い世代が生活していける産業・雇用・魅力ある環境の提供が重要

・特に「食」、その生産の重要な場となる農業の再生・振興は必要不可欠

【目的】 

村内で発生する生ごみ資源を利用したバイオガス発電のエネルギー供給事業（堆肥化事業含

む）による分散型エネルギーインフラの構築を推進し、自治体を核に地域の雇用を生み出しなが

ら人・もの（食・農・エネルギー）の地産地消を強力に進め、前進ある地域づくり事業“何が起

きても負けない農と住の調和ある安全で安心した暮らしのできる村”を実現していく

【事業概要】 

生ごみ資源を利用したバイオガス発電のエネルギー供給事業（堆肥化事業含む）による分散型

エネルギーインフラ構築のためのマスタープランを策定

マスタープランでは、主に以下の事項を検討

・目指すまちの姿

・本村で発生する生ごみ活用したバイオガス発電事業の方針

・発電により生まれた電力・熱エネルギー・消化液の活用方法

・村内の農業振興のための施策
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【北中城みらいづくり】 

地域のゴミを資源にエネルギーを創出お試し農業で新規営農者を育成

エネルギーを上手に利用した農業 

村民の交流する場 

子供たちの教育活動 

●村民みずからが中心となり、賑わいのある地域社会と活力に満ちた産業（農業・観光）
を持続する。 
●地域の雇用を生み出しながら、人・もの（食・農・エネルギー）の地産地消を強力に
進め、“何が起きても負けない農と住の調和ある安全で安心した暮らしのできる村”
を実現する。 
●輝ける北中城の未来を支えるエネルギーインフラを村全体でつくる。 

●村民が主役

・村を愛し、自らの手で未来をつくる。

・生活からでるゴミを資源化する重要

な役割を担う。 

・子供からお年寄りまで、結の精神で

地域をつくる。 

●地元企業が主役

・事業に投資し、村の

将来に投資し、地域

の原動力となる。 

・雇用を生み出し、活

力に満ちた産業を形

成する。 

●行政が主役

・輝ける未来像を描き、持

続的社会を牽引する。 

・村民、地元企業を支援し、

村全体を支える。 

図 2-1 事業の基本的コンセプト
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2.2 実証実験の目的・実施方針

 本事業では、島嶼圏という利用可能な資源確保のハンディを克服し、村規模でも確実な農業振興・

産業形成への取組みが可能となる北中城村オリジナルの再生資源化設備を製作の上で各実証実験を

進める。

 また、本実証実験では村内での新たな事業展開として想定される「バイオガス発電設備」、「炭化設

備」、「堆肥化設備」の双方で処理及びその液肥・堆肥の農業利用が展開の可能性、さらに生ゴミの飼

料化に取組むことで、バイオガス発電設備規模の縮小を図り、食の循環・再生資源化の産業形成に資

する総合的な実証実験を行うこととした。

図 2-2 導入する設備の概念図

事業化に向けての取組みは、下記の 3つを実証実験の目的とし、これらの事業化達成のために

必要となる導入設備技術の安定性・信頼性及び、稼動に際しての経済性、堆肥や飼料等の品質性・

市場性などを洗い出し、村内における食・エネルギー・経済の循環形成を目指した事業展開の実

現性及び課題解決方策等について検証した。

① バイオマス処理により発生する「電気・熱」による農業施設、公共施設の経費削減

② 液肥、炭及びＥＭ菌等の培養菌と掛け合わせて堆肥化を図り、耕作放棄地の再生に有効な

高機能の土作り

③ 生ゴミをＥＭ菌等の培養菌活用で養鶏に最適な飼料づくり

地域資源（生ごみ）

○地域資源（生ごみ）からエネルギーや農業資材を生成

炭化・堆肥化・飼料化装置

炭化施設 堆肥化施設 飼料化施設
バイオガス発電施設

水耕ハウス・圃場など
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2.3 本年度の業務の目的

平成 29 年度は、詳細調査及び実験の実施に向けた検討を行った。また、平成 30 年度に基本計画

及び概略（基本）設計の策定を行うこととした。

本計画で想定しているバイオガス発電施設の規模は、現在メーカーが販売している最小規模 4～5t

より小さく、メタン発酵のガス発生の安定性は不明な点がある。また、事業化した場合に採算性が確

保しにくい面がある。そのため、本年度の業務において、再生可能資源の成分分析、メタン発酵試験

などを実施し、メタンガス発酵設備の安定性・信頼性を確認すると共に、メタン発酵を安定させるた

めの課題や対策の検討を行った。

また、採算性の確保及び村内企業の保有する炭化・肥料化技術との連携の点から、導入する設備の

方針・考え方を整理した。

2.4 事業のスケジュール

図 2-3 事業のスケジュール（予定）

H28年度に作成した分散型エネルギーインフラプロジェクトのマスタープランを基に、本年

度では、詳細調査及び実験の実施に向けた検討を行う。

H30年度では基本プランの策定、H31年度では設計や用地確保、導入検討委員会の開催など

導入の準備、H32年度に設備の導入を行い、H33年度より実証実験を実施する。

小規模メタンガス発酵設備の安定性・信頼性を確認すると共に、メタン発酵を安定させる際

の課題や対策の検討を行うため、再生可能資源の成分分析、メタン発酵試験などを実施した。

採算性を確保し、かつ村内企業の保有する炭化・肥料化技術との連携を行うため、導入する

設備の方針・考え方を整理した。

マスター

プラン 

策定 

詳細調査、

実験に 

向けた検討 

基本プラン 

策定 

設計用地確保 

実施計画書 

導入委員会など 

設備の導入 

実験準備 

稼働試験など 

実証実験の実施 

H33・34 年度   H32年度   H31年度   H30年度  H29年度 H28年度 
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3.1 上位関連計画

3.1.1 上位関連計画の整理

上位計画に対する本業務の位置づけ及び目的を明確化するため、本業務の目的の内容から上位計画

を「農業振興」、「雇用創出・地域活性化」、「再生可能エネルギー、エネルギーの地産地消」の視点に

絞り整理し、これらに対する村の考え方を表 3-1 に整理した。整理した北中城村の上位計画は下記

のとおりである。 

・「北中城村第四次総合計画（基本構想前期基本計画）」（平成 27年 12月）

・「北中城村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 28年 3月）」

・「北中城農業振興地域整備計画書（平成 24年 3月）」
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表 3-1 北中城村の上位計画

北中城村 
第四次総合計画 

（基本構想前期基本計画） 

（平成 27 年 12 月） 

北中城村  
まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 

（平成 28 年 3 月） 

北中城 
農業振興地域整備計画書 
（平成 24 年 3 月） 

「①農業振興」
に関する記載 

課
題

・農業就業者の高齢化 
・農業の担い手不足
・遊休化した土地が多
くみられる 

― 

・農家戸数の減少や就農
者の減少を要因として耕
作放棄地が増加

・就農者及び専業農家、
各々の就農形態に応じた
農業の展開、他の産業と
の連携による農業の振興
が課題 

施
策

・農業生産法人や担い
手の育成・確保 
・農村地バンク設置に
伴う遊休地の解消 
・農地流動化による経
営規模の拡大 

・食物残渣の堆肥化に
よる有機肥料を農業に
活用 
・生産性を高めた次世
代型施設の園芸の地域
展開の促進 

・地域環境に応じた農業
生産基盤の整備や安定し
た生産を支える近代化施
設の整備に努める 

「②雇用促進・
地域活性化」に
関する記載 

課
題

・経営安定化に向けた
総合的な支援 
・就労希望の村民と求
人企業のマッチングを
図り、新たな雇用の創
出 

・地域資源の発掘と六
次産業化などの、好調
な観光産業分野と連携
した“しごとづくり”
が求められている 

・農業者が他産業従事者
と比較して遜色のない所
得を確保しうる効率的か
つ安定的な農業経営の実
現のため、収益性の高い
農業形態の導入や担い手
の育成をする必要がある 
・農地流動化や集積化等
による生産規模の拡大を
図る必要がある 

施
策

・企業家や既存企業の
新規事業展開等の支援

・就業支援相談体制の
強化 

・就職情報提供による
企業とのマッチングを
推進し、観光産業にお
ける新たな雇用の創出 
・地域資源に由来する
エネルギー及び再生資
源を活用した新たな生
産展開による人材育成
と就農者雇用の機会を
創出 
・新規就農者不足解決
のため、講習会や農業
経営改善支援事業等の
支援の実施、自立した
営農が可能となる就農
環境整備の推進 

・だれもが就農できる各
種条件の整備や支援、村
民及び消費者の健康づく
りにつながる農産物の生
産体制の確立を図る 
・産業間の連携による多
面的な相乗効果をめざし
た地産地消農業及び都市
近郊型農業の推進に努め
る 

「③再生可能エ
ネルギー、エネ
ルギーの地産地
消」に関する記
載 

― 

・「食」の循環となる資
源再生を図るため、バ
イオマスによる再生エ
ネルギーの活用 

― 

※下線：各項目のキーワードとなるもの
太字：3つの上位計画で、重複するもの
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3.1.2 農を活かした北中城活性化検討事業に関わる他業務の進捗状況整理

農を活かした北中城活性化検討事業に関わる他業務の進捗状況は以下の通りである。

表 3-2 北中城活性化検討事業に関わる他業務の進捗状況

事業内容 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

(1)水耕栽培 

実証実験 

事業化 

検証 

(2)滞在型市民農園 

(3)６次産業化 

(4)農を活かした健康福祉

（ウエルネス）の展開 

分散型エネルギーイン

フラプロジェクト 

■６次産業化商品の試作品開発と市場性実証による地域ブランド構築

事業【試作品開発等】 

■６次産業化商品の試作品開発

と市場性実証による地域ブラ

ンド構築事業【設備等】 

■定住促進･産業振興に資する

滞在型市民農園のお試し居住

モデル実証施設（５区画クライ

ンガルテン）導入 

■定住促進･産業振興に資する滞在型市民農園のお試し居住実証実験 

■６次産業化に向け

た可能性調査及び

アクションプログ

ラム策定業務 

■整備計画・事業手法検討 

・事業者選定、面整備計画 

・民活事業手法などの検討 

■基本構想・基本計画 

・医食同源・健康長寿支援機能

や事業構想の作成、概算事業

費。委員会での検討 

■分散型エネルギーインフラプロジェ 

クト（マスタープラン策定事業）］業務 

・実施設計 

・用地確保(地権者調整) 

・整備 など 

■水耕栽培実証試験（植物工場コンテナタイプ）の本格実証対応 

■農を活かした北中城活性化検討業務 

（基本計画の策定） 

■コンテナ式水耕栽

培実証実験の実施

準備業務 

■事業化に向けた事業検討及び

詳細設計の実施 

■事業化に向けた導入設備の 

整備 

■事業化による検証の実施 

■分散型エネルギーインフラ 

プロジェクトに関する導入 

検討 

■分散型エネルギーインフラプ

ロジェクトに関する導入設備

の整備 

事
業
開
始

事
業
開
始

今
後
の
研
修
施
設
等
へ
の
活
用
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3.2 村内の土地利用状況及びそれに関わる検討状況整理

3.2.1 土地利用の目的

 沖縄県では、土地利用の基本理念を「県土が現在及び将来における県民のための限られた資源で

あり、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であるという基本認識に立って、公共の福祉を優

先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の保全的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確

保と地域性豊かな県土の均衡ある発展を図ること。」としている（「沖縄県土地利用基本計画書」、（平

成 29年 3月）より）。

北中城村では、平成 22 年 7 月末日に返還され、平成 25 年 3 月 29 日に引渡された駐留軍用

地「アワセゴルフ場地区」において土地区画整理事業の実施に向けて準備が進められており、この

跡地利用は、北中城村の発展をけん引していくものと期待されている。

 アワセゴルフ場地区の跡地利用については「アワセゴルフ場地区総合整備計画」（北中城村、平成

22年 3月）において将来のまちづくりに必要な要素が整理されている。

3.2.2 北中城村の土地利用計画について

 中城湾から内陸の丘陵地まで起伏に富んだ地形であり、市街化区域 216ha(18.7％)に対して、米軍

施設は、概ね平坦な土地 164ha（14.2％）を占有している。平成 25年に引き渡しされた駐留軍用地

（約 46ha）においては市街地が形成される計画となっている。

 地形は、中城湾に面した海岸線から標高 20ｍまでの海岸低地、内陸部に広がる斜面を形成してい

る丘陵地域及び台地と大きく３つに分けられ、起伏の変化に富んだ地形となっている。また、駐留軍

用地の返還及び引き渡し以前は、限られた平地の多くを駐留軍用地が占有しており、わずかな平地に

住居地域や公共地域が形成されていた。

図 3-1 北中城村の土地利用計画図および土地利用現況図

【土地利用計画図】               【土地利用現況図】

          「沖縄県土地利用基本計画」

           （沖縄県、平成 29年 3月）
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【土地利用規制】

 北中城村は、那覇広域土地計画区域に含まれ、村全体が都市計画区域に指定されている。市外化区

域は約 216haである。

表 3-3 土地利用規制

区分 面積（ha） 備考

都市計画区域 1,153 都市計画法

農業振興地域 626.0 農業振興地域の整備に関する法律

地すべり防止区域 64.3 地すべり等防止法

森林地域
国有林 0.0 

森林法、国有林法
民有林 188.0 

保安林 1.0 森林法

出典「沖縄県土地利用規制現況図 説明書」 （平成 29年 3月）

3.2.3 駐留軍用地「アワセゴルフ場地区」における土地利用計画

 駐留軍用地「アワセゴルフ場地区」は平成 24 年 12 月に「北中村まちづくり基本構想」、平成 25

年 3 月に「基本まちづくり基本計画」が策定され、地区のまちづくりに必要な要素を満たす施設と

して多目的アリーナが位置づけられた。

 まちづくりの方向性は、①「沖縄県中部圏域における広域交流拠点の形成」、②「地域の持つ環境

風洞・文化等との調和のとれた新たな顔となる多様な交流拠点を目指す」としている。また、まちづ

くりの要素は、下記に示す 4つの理念のもと整理された。     

Ⅰ「環境を創造する交流拠点」、Ⅱ「健康を増進する交流拠点」、

Ⅲ「観光を振興する交流拠点」、Ⅳ「安全安心を確保する地域防災拠点」

4つの理念のもと、村に必要な要素を抽出し、更に満たされていない要素を抽出すると下記のとお

りとなり、それらを満たす施設として多目的アリーナが位置づけられた。

 ①地域歴史、文化、産物、②健康増進・スポーツ施設、③スポーツ交流、④防災
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図 3-2 アワセ土地改良区における土地利用計画

・医療福祉地区：   複合型商業交流地区と連携し高齢化社会に対応した医療・福祉を中心とした

機能を備える。

・複合型商業交流地区：広域交流拠点の核となるゾーンであり、交流に必要な文化交流施設や、県内

外の人々が交流できるショッピング、アミューズメント、観光サービス等の

施設を集積する。

・高層利用住宅地区： 集合型住宅等の居住機能と沿道利用型のサービス施設を配置し、複合型商業

交流地区を補完しつつ、広域交流拠点の役割を担う。

・低層利用住宅地区： 緑、ゆとり、海への眺望を活かした質の高い戸建住宅を配置する。

出典「北中城村 まちづくり実施計画」（北中城村、平成 26年 5月
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3.3 バイオガス発電に関わる最新動向及び関連規制整理

3.3.1 バイオガス発電に関わる最新動向

 バイオガスを利用した全国のバイオマス発電量（新規認定分）は 2018年 12月現在において約

65,000kWとなっている。資源エネルギー庁ではバイオガス発電設備は設備認定後、半年から 1年以

内に運転を開始することから 2020年度の導入量は約 70,000kW、2030年は約 160,000kWとなるこ

とが想定されている。

 なお、沖縄県内では、平成 26～28年度までに八重瀬町において、環境省のモデル事業である「地

域循環型バイオガスシステム構築モデル事業」が実施されている。ただし、本事業は畜産排泄物を主

とした事業であり、モデル事業段階であることから、本事業の参考事例としにくい部分がある。

 また、うるま市の具志川浄化センター（下水処理場）で行われているバイオガス発電については、

下水汚泥を対象にしており、規模も大規模であることから、こちらも本事業の参考とはしにくい部分

がある。

出典：メタンガス化が何かを知るための情報サイト（平成 28年 10月現在、環境省）

図 3-3 メタン発酵ガス 全国認定容量（新規認定分）（平成 26年度～平成 28年度）

図 3-4 八重瀬町における地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業
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3.3.2 バイオガス発電に関わる法規制

以下に、バイオマスエネルギー活用の関連法規一覧を示す。

本事業では食品残渣の取り扱いを想定していることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律等の制約を受ける。

 事業実施にあたっては導入する設備に関連した法規を確認し、確実に遵守する必要がある。

表 3-4 バイオマスエネルギー活用の関連法規一覧 

出典：資源エネルギー庁「新エネルギー導入ガイド 企業のためのバイオマス導入 AtoZ」
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・農地に該当する場所に再生エネルギー施設を設置することに関する法律

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」

 （平成 28年 5月 27日 法律第 50号）

表 3-5 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ電気の発電の促進に関する法律概要

項目名 記載内容 備考 

目的 農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電

気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農林漁村の活性化を図るとと

もに、エネルギー供給源の多様化に資するための制度を創設する。 

第 1条 

基本 

理念 

・農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、地域の関係者の相互

の密接な連携の下に、地域の活力向上及び持続的発展を図ることを旨として行わな

ければならない。 

・地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確

保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気発電のための

利用と調整が適正に行わなければならない。 

第 2条 

定義 再生可能エネルギー電気とは、以下に記載するエネルギー源を変換して得られる電

気をいう。 

・太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス 

第 3条 

計画 

制度 

第 4条 

～ 

第 9条 

その他 ・国・都道府県による市町村に対する情報提供、助言その他の援助 

・計画作成市町村による認定設備整備者に対する指導・助言 

第 20 条 

第 21 条 

出典：「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律について」

（平成 28年 5月、農林水産省）

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進の関する法律の概要」

   （平成 28年 5月、農林水産省）
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【「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」にお

いて定められた制度を利用することによるメリット】 

・農山漁村において再生可能エネルギー電気の発電に活用できる資源が豊富に存在するため、農林業

の発展とともに、再生可能エネルギー電気の発電を促進することが可能である。

・再生可能エネルギー発電設備を行おうとする地域を含む市町村は、基本計画を作ることが可能であ

り、同時に協議会を組織することが可能である。

・協議会は、市町村・地域住民、学識経験者等、設備整備者、農林漁協者・団体で構成され、協議結

果は基本計画に反映される。

・市町村は、基本計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関する必要な情報提供及び、助言その他

の援助を受けることが可能である。

3.3.3 農用地の取扱いについて

 以下に、対象候補地の状況による土地使用の手続きの内容を示す。

 農業振興地域内農用地であった場合、原則的には農地以外への転用は禁止である。ただし、本計画

のバイオマス施設は農産物生産に関わるものであり、農業用施設として設置することが可能である。

また、農業振興地域内の白地区域の場合、農地転用は「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計

画に基づく施設」であれば、例外により許可される。

表 3-6 対象候補地の状況による土地使用の手続き

対象候補地 土地使用の手続きの考え方 留意点 

農業振興地域 

（農用地区域）

「農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵又は出荷の

用に供する施設」として、農業用施設用地に設置

することが可能（農振法施行規則第一条より） 

農業振興地域整備計画で、農用地

から農業用施設用地に変更する必

要がある（農振法に基づく） 

農業振興地域 

（白地） 

「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画

に基づく施設」であれば、例外により許可される。

農地転用許可制度に基づく 

本計画におけるバイオマス施設は、農産物生産や農業振興に資するものであり、候補地が農

業振興地域であっても必要な手続きをとれば、施設の設置は可能である。
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3.4 食品廃棄物系バイオマスエネルギー利用システムについて

3.4.1 食品廃棄物系のバイオマスのエネルギー利用の検討の視点

家庭の生ごみ、外食産業・小売・卸売等流通過程での食品残さ、食品製造業等製造過程での食品残

さの利用用途として、飼料・堆肥等の原材料利用に次ぎ、ガス化・エタノール化等の燃料化、発電等

のエネルギー利用がある。このバイオマスのエネルギー利用は、地球温暖化防止にも貢献する意義の

高いシステムである。

生ごみ等食品廃棄物の利用用途として、原材料利用とエネルギー利用は相互に競合関係にある一方

で、補完関係にもあると考えられる。また、生ごみ等食品廃棄物のこうした利用用途は、家畜ふん尿

の堆肥化や木質系バイオマスの燃料化等のように、他のバイオマス系廃棄物の利用用途とも重なる。

このようなことから、生ごみ等食品廃棄物のエネルギー利用を検討するに当たり、循環基本法の基

本原則に沿ったものとすることを前提とし、原材料利用との競合・補完関係や、他のバイオマスのエ

ネルギー利用との競合・補完関係を考慮することが必要である。

その上で、生ごみ等食品廃棄物の原材料利用とバイオマス全体のエネルギー利用を進展・持続させ

ることのできるシステムの具体像を明確化することが適切である。

また、エネルギー変換技術の水準、賦存量、代替する既存の燃料・エネルギーとの関係、バイオマ

スの集荷・エネルギー利用のシステム化等を考慮する必要がある。

図 3-5 バイオマス系廃棄物の利用用途の概要

メタンガス利用システムの実績は、非常に多数ある。

課題として、発酵阻害対策の導入や発酵残渣の処理システムが必要となることが挙げられ

る。今後の方向性として、余剰エネルギーを施設周辺で利用するシステムを構築することが

重要である。

熱分解ガス化は、木質系バイオマスを対象に 20件程度の実績がある。

課題として、トータルコストの低減やエネルギー収支の向上、安定運転が挙げられる。将

来的には発電の効率を上げていくことが期待される。

炭化システムは広く普及していない。

課題として、炭の品質確保や利用先確保が挙げられる。今後の方向性として、利用先を含

めた地域システムの構築、エネルギー以外の分野での利用拡大が期待される。
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3.4.2 各種バイオマスのエネルギー変換技術の水準

各種バイオマスに対応するエネルギー変換技術について、技術水準（実用化、実証、研究開発）は

以下のとおり。

表 3-7 バイオマスの種類ごとに対応する変換技術とその技術水準
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出典：NEDO 再生可能エネルギー技術白書

図 3-6 バイオマスエネルギー技術体系
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表 3-8 バイオマス資源の体系

出典：NEDO 再生可能エネルギー技術白書
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3.4.3 バイオマスエネルギーの賦存量と利用可能性

主要バイオマス全体のエネルギーとしての賦存量及び利用可能量の試算例を以下の図に示す。

この試算によれば、利用可能量（経済性等の実際上の利用制約を考慮しておらず、現実的な利用可

能量は更に限定）は年間当たり 1,327PJ（約 3,500 万原油換算 kl 相当）であり、一次エネルギー総

供給量の 6％弱に相当する。

また、この試算で食品廃棄物とされるものはバイオマス全体のエネルギー賦存量の 22％を占め、

木質系バイオマスに次いでウェイトは大きいが、寄与の大きい食品加工廃棄物は具体的には、食品製

造工場の有機性汚泥である。

食品販売廃棄物、家庭生ごみ、廃食用油の３つのエネルギー利用可能量は、63PJ であり、バイオ

マス全体の約 5%となっている。なお、実際にはこれら 3つのものについては、その一部が飼料化・

堆肥化されるため、残る部分がエネルギー利用の対象となる。

（注１）利用可能量の設定条件は概ね以下の通り 
木質系・製紙系・農業残さ・廃食用油：賦存量からエネルギー用途以外の有効利用分を除いた

量を利用可能量と想定 
家畜ふん尿・し尿・下水汚泥、廃食用油を除く食品廃棄物：賦存量全量を利用可能と想定 
出典：「新エネルギー導入基礎調査バイオマスエネルギーの利用・普及政策に関する調査」 

（社団法人日本エネルギー学会） 

図 3-7 我が国の主要バイオマスエネルギーの賦存量と利用可能量
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3.4.4 バイオマスエネルギー利用システムの概要

食品廃棄物を中心として、実用化段階にあるシステムの概要を示す。

 なお、熱分解ガス化と炭化の技術は、主としてドライ系のバイオマス用のシステムであるが、生ご

み等も組み合わせることは可能であり、事例もある。

(a)メタン（バイオガス）利用システム

表 3-9 メタン（バイオガス）利用システムの概要

出典：NEDO 再生可能エネルギー技術白書
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(b)熱分解ガス化

表 3-10 熱分解ガス化システムの概要

出典：NEDO 再生可能エネルギー技術白書
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(c)炭化

表 3-11 炭化システムの概要

出典：NEDO 再生可能エネルギー技術白書
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3.4.5 生ごみ等のメタン発酵の事例

 生ごみや食品残渣を利用したメタン発酵施設の事例を表 3-12および表 3-13に示す。

これらの事例は、生ごみのみをメタン発酵の原料として使用しているもの、もしくは他の原料と混

合しているが、比較的生ごみの割合が多いものを整理している。

 規模に関わらず、生ごみだけをメタン発酵の材料として利用している施設も多くあることがわかる。

また、発酵残渣についても、液肥や堆肥として利用している施設も多い。メタン発酵方式について

は、湿式中温によるものが最も多くなっている。

施設の規模に関わらす、生ごみのみをメタン発酵の材料として利用している施設は多くある。

発酵残渣は液肥や堆肥として利用している施設も多い。
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表 3-12 メタン発酵施設の事例（大・中規模）

No 1 2 3 4 

発電所名称 神立資源リサイクルセンター

バイオプラント

城南島食品リサイクル施設 カンポリサイクルプラザ 富山グリーンフードリサイクル

事業者 日立セメント㈱ バイオエナジー株式会社 カンポリサイクルプラザ㈱ 富山グリーンフードリサイクル㈱

概観 

発電出力 － 約 26,880ｋWh／日 2260 kWh/日 約 1,650kwh／日

原料 生ごみ・食品残渣 生ごみ・食品残渣 生ごみ・食品残渣

有機性汚泥・剪定枝

生ごみ・剪定枝

処理量（日） 135.9t 130t 50t 40t 

発酵方式 湿式中温 湿式中温 乾式高温 湿式高温

生産物 

利用 

方法 

電気 
発電は行わず、隣接する焼却施

設の補助燃料としてバイオガス

を使用

一部を場内利用し、他は売電 一部は施設内利用。一部はバイ

オガスとして外部へ供給

一部を場内利用し、他は売電

熱 メタン発酵槽の加温に利用 メタン発酵槽の加温に利用 メタン発酵槽の加温に利用

発酵 

残渣 

固液分離を行い、固形分は堆肥

化。水分は水処理を行い下水道

放流。

発酵処理を行いコンポスト化 固液分離を行い、固形分は堆肥

化して販売。水分は水処理を行

い下水道放流。

発酵処理を行いコンポスト化

-
 
3
3
 
-



表 3-13 メタン発酵施設の事例（小規模）

No 5 6 7 8 

施設名称 北空知衛生センター コープこうべ食品廃棄物

処理施設

瀬波バイオマスエネルギー

プラント

白石市生ごみ資源化事業所

（愛称：シリウス）

事業者 北空知衛生センター組合 コープこうべ 株式会社開成 白石市

概観 

不明

発電出力 約 1,300kwh／日 1,440kwh/日 600～3,000kwh／日 約 550 kwh／日

原料 家庭系・事業系生ごみ 生ごみ、排水汚泥 生ごみ、下水汚泥 生ごみ

処理量（日） 16 t 生ごみ 5t、汚泥 1t 4.9t/日 3 t /日

発酵方式 湿式中温 湿式中温 乾式中温 湿式中温

生産物 

利用 

方法 

電気 場内利用 場内利用 全量を売電 場内利用

熱 
場内利用 場内利用 農業ハウスへ供給およびメタン

発酵槽の加温に利用

温室ハウスおよび給食センター

へ供給

発酵 

残渣 

固液分離を行い、固形分は堆肥

化。水分は水処理を行い放流。

排水処理を行い下水道放流 液肥として利用。 排水処理を行い下水道放流

-
 
3
4
 
-



3.5 生ゴミ等の飼料化・堆肥化の現状と課題

3.5.1 飼料化について

1)現状

① 現在の飼料の需給構造について 

(a)輸入・国産・消費の概要

○国内における飼料（濃厚飼料）の総供給量は年間約 27百万トン、このうち国内産原料によ

るものは 2.8百万トン（全体の約１割）となっている。

※濃厚飼料の主なものは、とうもろこし、大豆油かす、こうりゃん、大麦、ふすま（麦の

製粉過程で粉と分けられる表皮部分）などであるが、穀類はそのほとんどを外国に依存

している。

○濃厚飼料には、配合飼料（栄養的に配慮し多種類の原材料を調合した飼料）、混合飼料（2

種類もしくは 3種類の飼料を混合した飼料）、単味飼料（生産された飼料で、そのまま家畜

に与えたりする飼料）があるが、配合飼料が大部分を占めている。

○畜種別にみた配合飼料の生産量は、養鶏用が 10百万トン、養豚用が 6百万トン、乳牛用・

肉牛用が 7百万トンとなっている。

出典：環境省：第４回｢生ごみ等の 3R・処理に関する検討会｣

図 3-8 飼料の需給構造  

国内の飼料の総供給量のうち、国内産原料によるものは全体の約１割となっており、配合飼

料が大部分を占めている。

生ごみ、食品残さは、豚及び鶏を給与対象とする飼料の原料として認められているが、牛な

どへの給与する飼料の原料とすることは禁止されている。

畜産物生産費全体に占める飼料費の割合は、豚が 61％、採卵鶏が 54％、ブロイラーが 64％

とかなりウェイトが高い。
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（参考） 生ごみの飼料資源としての可能性 

食品製造業、食品流通業から排出される生ごみ量は年間約 1,135 万トン、このうち 180 万

トン（乾重量で約 50～70 万トン：生ごみの水分 60～70％で推計）が既に飼料化利用されて

いる。再生利用されている生ごみ全てが飼料化されるという前提で 650 万トン（乾重量で約

200～260 万トン）が飼料化されれば、既に飼料化利用されているものと合わせて乾重量 250

～330 万トンとなる。これは、国内の濃厚飼料供給量 2,700万トンの約１割程度の量であり、

その分だけ現在の配合飼料を代替することになる。

表 3-14 生ごみの発生量・再生利用量等状況

（平成 15年度：農水省及び環境省資料から作成）

出典：環境省：第４回｢生ごみ等の 3R・処理に関する検討会｣資料
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(b)飼料に求められる品質

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（「飼料安全法」）に基づき、飼料及び飼料添

加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定等が行われており、栄養成分、安全性におい

て一定の基準を満たすことが義務付けられている。

※生ごみ、食品残さは、豚及び鶏を給与対象とする飼料の原料として認められているが、牛な

どへの給与する飼料の原料とすることは禁止されている。

表 3-15 飼料原料の利用規制状況（動物性油脂を除く）

出典：環境省：第４回｢生ごみ等の 3R・処理に関する検討会｣資料
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(c)飼料の価格

〇飼料の価格は、配合飼料原料のほとんどが外国産であるため、穀物相場などにより大きく変

動する場合があるが、ここ数年の配合飼料の価格は、工場渡価格で 1 トン当たり約 3 万円

～4万 6千円となっている。

○また、畜産物生産費全体に占める飼料費（牧草などの粗飼料を除いた飼料費）の割合は、豚

が 61％、採卵鶏が 54％、ブロイラーが 64％とかなりウェイトが高い。

出典：農林水産省畜産振興課「配合飼料流通実態調査」

図 3-9 配合飼料工場渡し価格の推移

(d)飼料の供給者と使用する飼料の決まり方のメカニズム

○一般的に畜産農家は、配合飼料メーカー（または全農）から飼料卸問屋（または県経済連）、

販売店（または地元ＪＡ）を経由して（配合）飼料の供給を受けている。

〇自家配合を行って畜産農家自らが使用する飼料を決定している場合もあるが、飼料供給者が

畜産農家の生産した家畜の出荷・販売にも関与している場合には、畜産農家が使用する飼料

銘柄の決定に飼料供給者が影響力を持っているものと考えられる。
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② 生ごみの飼料化について 

(a)現状の取組事例

○食品製造工場から出る残さは既に配合飼料原料、単味飼料などに利用されている。また、ホ

テルやレストラン、スーパーやコンビニから出る調理くずや売れ残りなどの飼料化利用が始

まっている。

〇飼料の利用先（農家）を確保し、農家における飼料利用を進めるため、豚肉等の生産品を

発生源側の事業者で購入するというビジネスモデルにより行われている事例もある。

(b)飼料化の原料・用途・方法

○原料としては、食品製造工場からの残さ（具体的には、パンくず、菓子くず、麺くず、野

菜くず、果物くずなど）が利用しやすい。

○豚用としては、リキッドフィーディング、乾燥飼料、発酵飼料の用途がある。食品製造工

場の残さのように均一な質で安定的に供給できるものは、リキッドフィーディング設備の

ある農場に持ち込まれ、利用される。食品流通過程の残さは、飼料化施設でレシピに基づ

き複数の発生源のものを組み合わせて乾燥、又は発酵された飼料が農家で配合飼料等に混

合され利用されている。

○鶏用は、現状では、飼養羽数 5～10 万羽程度の中規模の自家配合飼料利用養鶏農家（主に

採卵鶏農家）を中心に小規模な設備で食品製造工場の残さから発酵飼料を製造し、自家配

合利用が行われていることが多い。

(c)農家における飼料利用の条件

○ 成分が均質で必要な栄養成分があり異物の混入がないこと

○ 原料が安定的（定時、定量的）に供給されること

○ 農家にメリットが出るよう、競合する他の飼料原料よりも安価であること

○ 油分、塩分が多く含まれないこと

食品製造工場から出る残さは既に配合飼料原料、単味飼料などに利用されている。また、ホ

テルやレストラン等から出る調理くずや売れ残りなどの飼料化利用が始まっている。

原料としては、食品製造工場からの残さが利用しやすい。
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2)飼料利用システムの課題

① 原料の調達について 

○パンくずなどの質が均一で量が安定しているものがニーズもあり原料として利用しやすく、

このような使いやすい原料から確実に利用していくことが重要。

○食品流通過程の残さの場合には、発生源を組み合わせてレシピを作り、目標とする成分とし、

できるだけ均一になるようにする必要がある。

○特に、食品流通過程の残さは、異物混入等により利用可能なものが限られる可能性があり、

食品流通過程の残さを飼料原料として利用できるようにするためには、異物混入の防止のた

め排出者側の確実な取組が必要である。

② 飼料の供給先確保について 

○食品残さから製造した飼料又は飼料原料を既存の飼料メーカーが配合飼料の原料として利

用すれば安定した供給先が確保できると考えられる。しかし、配合飼料は飼料メーカーによ

って成分が精密に管理されており、食品残さから製造した飼料等については、供給量の安定

性、品質の管理（栄養成分・衛生管理面での確実性等）を懸念する指摘があるため、配合飼

料の原料としての利用は現時点ではハードルが高い。

○このため、既存の飼料流通市場に乗らないが、地域に密着した循環利用の一連のサークル（食

品残さの排出者→飼料化事業者→畜産農家→食品残さの排出者→消費者）を構築していくこ

とによって利用拡大が可能と考えられる。

○また、こうしたサークルは、「顔の見える関係」であるから、原料の調達先（排出事業所）、

飼料化の方法（飼料化施設）、栄養成分値等（製品の品質）を明確にし、トレーサビリティ

を確保する上でも有効であり、飼料利用側（畜産農家）の生ごみ由来飼料に対する不安感を

払拭する効果も大きい。

○さらに、利用する畜産農家にメリットがでることが必要で、他の配合飼料よりも安く安定的

に供給できる必要がある。ただし、畜産農家も生産コスト削減のために使用するメリットが

あっても、既存の飼料供給者等との関係を解消して容易に飼料供給ルートを切り替えられな

い可能性もある。

○リキッドフィーディングは、農家に設備投資が必要となるが、メリットが大きいため今後拡

大すると期待される。特に、パンくずなどの食品製造工場から排出されるものの利用を進め

質が均一で量が安定しているものがニーズもあり原料として利用しやすく、使いやすい原

料から確実に利用していくことが重要である。

食品流通過程の残さを飼料原料として利用できるようにするためには、異物混入の防止の

ため排出者側の確実な取組が必要である。

食品残さから製造した飼料等については、供給量の安定性、品質の管理を懸念する指摘が

あり、配合飼料の原料としての利用は現時点ではハードルが高い。そのため、地域に密着

した循環利用の一連のサークルを構築していくことが重要である。

競合する既存飼料の価格以下に抑えることが必要不可欠である。
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る上で有効と考えられる。なお、リキッドフィーディング設備については国内メーカーが少

ないといわれている。

○鶏用飼料の場合は、利用可能性の高い自家配合を行う採卵鶏農家は中規模以下のところが多

い。こうした中規模以下の採卵鶏農家による飼料利用を進めるためには、排出側である食品

関連事業者、飼料利用する畜産農家、飼料に関する専門家等の関係者が地域で協働する取組

や、さらに、地域に密着した循環利用の一連のサークル（食品残さの排出者→飼料化事業者

→畜産農家→食品残さの排出者→消費者）を構築することが重要。

○大規模なブロイラー養鶏農家は、一般的には自家配合よりも既存メーカーの配合飼料を利用

しているところが多く、こうした養鶏農家における利用拡大のためには飼料メーカーが配合

飼料原料として食品残さの発酵飼料を使用することが必要となる。

③ 価格について 

○競合する既存飼料の価格以下に抑えることが必要不可欠であるため、飼料化を進展させるた

めには、主として排出側で飼料化に係るコストを負担する必要がある。

○また、飼料価格が高くならないよう、原料となる食品残さの収集、飼料配達に要する運送コ

ストを最小限に抑えることが必要。

○飼料化事業は飼料の販売で利益を上げるというよりは、食品残さ排出側から十分な料金収入

を得て、飼料化等のコストを賄い、事業を行う必要がある。また、飼料化事業側でもイニシ

ャルコストを極力抑えることができるようにする必要があり、そのためには、高価格なプラ

ントではなく、コストのかからないコンパクトなプラントとすることが経済的に成立する飼

料化のポイントとなる。

④ 品質・栄養成分について 

○排出者側の取組を確保し、異物が混入していない飼料化製品を供給し、飼料の安全性を確保

することが必要不可欠となる。

○原料となる食品残さを混合し、飼料の栄養成分を安定化できるよう発生源を組み合わせたレ

シピを作ることが必要で、こうしたレシピを作り、養豚農家等で使ってもらうようにするた

め、飼料化事業者自らが実証試験を行う事例もある。レシピづくりは、飼料化ビジネスを展

開しようとする事業者から見ればノウハウであると考えられるが、飼料化を進展させるため

には、排出側である食品関連事業者、飼料利用する畜産農家、飼料に関する専門家等の関係

者が地域で協働する取組が有効と考えられる。

⑤ 生産品の流通について 

○食品残さを原料とした飼料を与えた豚は、不飽和脂肪酸が増し（軟脂）、脂肪があっさりと

甘くなり食味が増すなど一定の評価がされている。しかし、枝肉市場では味によらず、軟脂

の付いた枝肉は低く評価され、食品残さを原料とする飼料で飼育されたという点でも良い評

価にはつながらない。したがって、飼料だけでなく生産された豚も、市場流通ではなく、地

域に密着した循環利用に参画する者に供給することになる。このため、地域に密着した循環

利用の一連のサークル（食品残さの排出者→飼料化事業者→畜産農家→食品残さの排出者→
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消費者）を構築していくことが必要である。

○また、こうしたサークルは、「顔の見える関係」であるため、原料の調達先（排出事業所）、

飼料化の方法（飼料化施設）、栄養成分値等（製品の品質）を明確にし、トレーサビリティ

を確保する上でも有効である。

○食品残さの飼料によって肥育すると、豚肉の不飽和脂肪酸が増し、肉の食味が良くなるとい

う付加価値や、食品残さの発酵飼料は鶏の腸内細菌の働きが活発化し鶏が健康になるといっ

た付加価値をアピールし、消費者の選好につながるようにすることも重要である。

また、地元に密着したサークルに学校給食を組み込むことで、食育による消費者の支持・理

解を広げることも重要となる。

○循環型社会に貢献している農業の価値が社会的に評価されれば、そのような生産システムか

ら供給される畜産物の付加価値を高めることになる。

⑥ その他の重要なポイント 

○食品関連事業者は、生ごみ等の食品残さの排出側であるため、食品残さの有効利用・処理と

いう点で飼料化システムに依存し、その円滑な運営のメリットを受ける者として、最も重要

な役割を担う。したがって、異物の除去、食品残さの成分内容に関する情報、飼料・畜産品

が利用され出口が詰まらないようにする取組（畜産品の購入）に加え、全体システムのとり

まとめなど総合的に対応する役割を果たすことが飼料化を成立させる上で重要なポイント

と考えられる。

○生ごみの飼料利用を進めるには、消費者、食品関連産業（食品残さの排出者）、飼料化事業

者、畜産農家の間、つまり、生産、流通、消費の間のコミュニケーションづくりが根本的に

必要と考えられる。従って、まず、顔の見える関係をつくる、地産地消から始めることが有

効となる。

○また、市町村等の地方公共団体は、ＮＰＯなどと協力し、地域に密着した循環利用のサーク

ルをつくるコーディネーター役を果たしうる存在となる。地方公共団体が、地域における食

品関連事業者、飼料化事業者、畜産農家の取組を誘導及び促進し、応援する役割を果たすこ

とが、地域に密着した循環利用の一連のサークルをつくる上で重要である。

⑦ 家庭の生ごみの可能性 

○家庭から排出される生ごみは、内容が不均質であり異物の混入する危険性が高い。家庭の生

ごみを対象としたシステムを考える場合には、市町村が住民への周知、飼料化プロセスの管

理、飼料利用側との調整などについてマネージメントをしっかり行い、さらに、品質の管理

を確保するためにも、家庭、農家などシステム参加者は相互に顔が見え、コミュニケーショ

ンが図れるシステムとすることが現実的である。
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3.5.2 堆肥化について

1) 現状

① 現在の肥料の需給構造について 

(a)肥料需給の概要

○年間の生産量は普通肥料が 983万トン、特殊肥料が 435万トン（うち、堆肥は 342万トン）、

全体で 1,418 万トンとなっている。輸出入のほとんどは普通肥料（輸入量 183 万トン、輸

出量 91万トン）。

（参考） 肥料の分類

肥料は「普通肥料」と「特殊肥料」の２つに大別される。

・普通肥料とは、窒素、リン酸、加里などの主成分が保証されている肥料で、肥料の種類によ

り公定規格が細かく設定されているもので、化学肥料（無機質肥料）と有機肥料（有機質肥

料）がこれに含まれる。

・特殊肥料とは、使う人が容易にその品質を識別でき、組成が簡単な肥料で、農林水産大臣が

その種類を指定しており、米ぬか、魚かす、堆肥などがこれに含まれる。

(b)肥料に求められる品質（成分）

○普通肥料は成分が安定しており高濃度（窒素、リン酸、加里が 10 数％以上含有）であり、

公定規格に沿った成分であることが求められるため、通常、食品製造、流通過程の残さ及び

家庭から排出される生ごみが普通肥料の原料として用いられることはない。

○一方、特殊肥料には公定規格はなく、窒素、リン酸、加里の成分は高くても５％程度までの

ものが多いが、含有成分を明らかにしておくことが必要とされている。食品残さや生ごみは、

堆肥、土壌改良剤として特殊肥料の原料となりうる。

(c)堆肥の価格

○種類によって異なるが、普通肥料は末端価格で 7～8 万円／トン（最低でも 5 万円／トン）

であるのに対し、特殊肥料は 0.5～1 万円／トンと安く、普通肥料の 10 分の１程度の価格

である。

普通肥料は成分が安定しており高濃度で、公定規格に沿った成分であることが求められる。

そのため、通常、食品製造、流通過程の残さ及び家庭から排出される生ごみが普通肥料の原

料として用いられることはない。

特殊肥料は 0.5～1万円／トンと安く、普通肥料の 10分の１程度の価格である。

堆肥の流通は、地域の堆肥化センターで堆肥化され、地域の農家に販売される形態等により、

地域で流通していると考えられる。

生ごみ及び家畜ふん尿の無制限な堆肥利用は、土壌の窒素過多をもたらす可能性がある。

堆肥化の取組は各主体で取り組まれており、その規模も様々である。
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(d)肥料・特殊肥料の供給

○肥料は肥料製造メーカーから、商人系の場合は、専門商社、肥料問屋、販売店を経由して、

また、全農系の場合は、県経済連、地元 JA を経由して農家に供給されている。（全農系の

シェアは全体の約 7～8割を占めると考えられ、肥料マーケットの規模は全体で約 4,000億

円といわれている。）

○一方、堆肥の流通は、畜産農家と普通の農家との間で堆肥に使う畜産ふん尿とわらを交換す

る形態、地域の堆肥化センターで堆肥化され地域の農家に販売される形態、食品関連事業者

等が堆肥化し地域の農家で利用され、食品関連事業者が農家から農産品を購入するといった

形態により、地域で流通していると考えられる。

② 窒素収支の問題 

○日本の食料に関する窒素収支（農業環境技術研究所：1997 年の収支）については、流入が

172 万トン（輸入 121 万トン国内生産 51 万トン）、流出は輸出の１万トン、環境への放出

は、農業生産システムおける 168万トン（食生活 64万トン、畜産業 80万トンなど）に、

作物残さと化学肥料を加えた窒素放出総量は 238万トンとなっている。

〇一方、日本の農地に受入可能な窒素の需要量は、農地面積当たりの窒素需要限度量を 250

㎏／ha とすると、124万トンとなる。

〇窒素を受け入れる環境は農業だけではないが、仮に農地で食料由来の窒素のすべてを受け入

れるとした場合、農地での受入可能な適正量の 2 倍近い窒素が環境に放出されている。ま

た、生ごみ（42万トン）、家畜ふん尿（73万トン）、化学肥料（49万トン）、作物残さ（21

万トン）だけでも合計すると 185 万トンであり、生ごみ、家畜ふん尿の無制限な堆肥利用

は土壌の窒素過多をもたらすことになる。
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③ 生ごみの堆肥化について 

(a)現状の取組概要

○堆肥化の取組は、地方自治体及びNPO・NGO、廃棄物処理業者、食品関連事業者、一般企

業、消費者、これらの複合体等、各主体で取り組まれており、その規模も家庭菜園用のたい

肥作りからプラントで製造・販売まで行っている取組まで様々である。

(b)堆肥化の原料・方法

○堆肥化の原料としては、均質であることが望ましく、塩分・油分が多く含まれていないこと、

異物の混入が少ないことが上げられる。しかし、取組の規模が様々であるのと同様に、原料

も家庭から排出される生ごみから社員食堂等の食べ残し、スーパー等からの食品残渣まで品

質も様々で、異物混入の危険性の高いものから均質性の高いものまである。

○家庭からの生ごみについては、自家処理の場合には家庭菜園等でたい肥利用する場合と、家

庭から生ごみを収集した後、自治体等が堆肥化したものを販売または市民等に無償で配布し

ている場合がある。

○社員食堂やスーパー等からの食品残渣については、自家処理し自社で畑等に利用する場合や、

そのままもしくは一次処理したものを堆肥化業者（処理業者）に処理を委託する場合がある。

後者の場合には、堆肥を利用して栽培した農産物を排出者が購入し消費または販売するとい

った循環サークルが出来上がっているケースが多くある。

○複数の調達先から排出された原料の混合や、食品残さを一次処理したものに家畜ふん尿など

の混合をするなど、堆肥成分の安定化を図ることも行われている。

(c)農家が堆肥として利用する条件

○ 既存の堆肥よりも安い価格であること。

○ 成分が安定していること、もしくは利用しやすいよう成分が明確であること。
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2)堆肥利用システムの課題

① 堆肥の需給と品質の確保について 

○生ごみ堆肥化製品が毎日出てくるのに対し、堆肥需要のピークが春と秋と季節性があるため、

需要の落ち込む時期には在庫が積み上がることになる。このため、在庫の時期は製造コスト

の回収が出来ず、逆に保管コストが増加する事業となる。このような需給を前提として堆肥

利用システムを考える必要がある。

○このため、堆肥化処理からその堆肥を使って生産された農産物の消費まで、堆肥利用、農産

品消費の各段階における受け皿が確定した循環利用の構築がポイントとなる。

○長期保管にも品質が劣化しない質の良いたい肥の製造が必要となるが、非需要期の長期保管

による品質劣化や施肥後の発酵等を防ぐため、完全に発酵処理が完了した堆肥（完熟）の製

造が重要となる。

○堆肥を利用する農家から見れば、各種作物に対する施肥効果が実証され、そのデータが提供

されていることが重要と思われる。個々のケースごとにこのような取組は困難であるから、

地方自治体が作成する「農作物栽培指導指針」や農業団体の「営農指導指針」に生ごみ由来

たい肥の施肥設計を組み込み、農家が使いやすいようにすることが有効となる。

○家庭、食品流通過程などの排出者の段階における分別によって異物混入防止の徹底が必要と

なる。

堆肥需要は季節性があるため、需要の落ち込む時期には在庫が積み上がることになり、このよ

うな需給を前提として堆肥利用システムを考える必要がある。

堆肥化処理からその堆肥を使って生産された農産物の消費まで、各段階における受け皿が確定

した循環利用の構築がポイントとなる。

長期保管による品質劣化や、施肥後の発酵等を防ぐために完全に発酵処理が完了した堆肥（完

熟）の製造が重要となる。

地方自治体が作成する「農作物栽培指導指針」等に生ごみ由来たい肥の施肥設計を組み込み、

農家が使いやすいようにすることが有効となる。

異物混入防止の徹底が必要となる。
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② 堆肥化システムについて 

○堆肥の価格は 5～10 円／㎏程度であり、堆肥の価格は安価であるため、基本的に生ごみの

処理料金の範囲内で事業が回っていくものでなければ事業として成立しない。また、既存の

堆肥も広域的な流通はほとんどないことからも、付加価値のより少ない堆肥は地域内におけ

る流通が事業成立の要件である。このため、生ごみの収集コスト、堆肥の運搬コストがかか

らない、原料調達先と堆肥供給先との距離が近い、地域内利用が現実的となる。

○その一方で、堆肥化能力（たい肥の生産量）に見合った供給先を確保する必要があるが、堆

肥利用で競合する家畜ふん尿、汚泥などのバイオマス系廃棄物と価格の安さを競争すること

は合理的とは考えられず、地域事情に応じた棲み分け等を行うことが重要となる。

○食品関連事業者は、生ごみ等の食品残さの排出側であるため、食品残さの有効利用・処理と

いう点でたい肥化システムに依存し、その円滑な運営のメリットを受ける者として、最も重

要な役割を担う。したがって、異物の除去、食品残さの成分内容に関する情報、堆肥・農産

品が利用され出口が詰まらないようにする取組（農産品の購入）に加え、全体システムのと

りまとめなど総合的に対応する役割を果たすことがたい肥化を成立させる上で重要となる。

③ 窒素過多問題について 

○窒素の供給過剰が続くと、過剰な窒素は、硝酸態窒素という形で地下水に蓄積されるか、野

菜に吸い上げられることになる。そういった水や野菜を摂取すると、人の健康に悪影響を及

ぼすという問題が指摘されている。

〇日本の食料由来の窒素収支は、農地のみで受け入れるとした場合、受入限度の２倍近い大幅

な供給過剰状態に達しており、今後さらに食料貿易の自由化が進み、海外依存度が高まった

場合の窒素収支の悪化が懸念される。

〇このようなことから、家畜ふん尿の堆肥化も、生ごみの堆肥化も、一律に進めることは難し

いと思われる。窒素過多とならない範囲で、地域の事情に応じ、「酪農地帯の場合は家畜ふ

ん尿の堆肥化を考える」、「酪農の少ない農村地帯の場合は生ごみの堆肥化を考えることが適

切と考えられる。

○生ごみ及び家畜ふん尿の堆肥化は、窒素の収支を悪化させないことが条件であり、生ごみと

家畜ふん尿のうち、地域において、堆肥利用し易いものを堆肥化し、飼料化・堆肥化できな

い生ごみ・家畜ふん尿はエネルギー利用等を考えるべきである。

堆肥の価格は安価であるため、基本的に生ごみの処理料金の範囲内で事業が回っていくもの

でなければ事業として成立しない。生ごみの収集コスト、堆肥の運搬コストがかからない、

原料調達先と堆肥供給先との距離が近い、地域内利用が現実的となる。

堆肥利用で競合する家畜ふん尿、汚泥などのバイオマス系廃棄物と価格の安さを競争するこ

とは合理的とは考えられず、地域事情に応じた棲み分け等を行うことが重要となる。
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3.5.3 飼料化と堆肥化の関係について

○堆肥化は、窒素過剰とならない利用を基本とすることが適切である。このため、地域事情の考

慮は必要であるが、利用しやすいものから飼料化を進めるべきである。

○堆肥化は、地域事情に応じ、家畜ふん尿の堆肥利用と競合せず、窒素過剰ともならないように

進めることが適切である。

図 3-10 飼料化と堆肥化の関係

3.6  北中城村植物ごみ資源化事業

 北中城村では現在、「北中城村植物ごみ資源化ヤード」において植物ごみの資源化事業を実施して

いる。資源化の対象は、雑木や台風などで折れた木、街路樹・公園などの剪定枝であり、チップ化に

よる減量化、堆肥化を実施している。チップは園芸資材や畑の苗床として利用されている。

図 3-11 植物ごみ資源化ヤードの様子
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4.1 実証実験の目的

 本事業は、再生可能資源（生ゴミ）を用いたバイオマス処理により生み出される「電・熱・消化液」

を農業施設・公共施設で、さらには堆肥化や飼料化により作り出された製品を耕作放棄地の再生や露

地農地・養鶏などに活用し、村内の食・エネルギー・経済の循環モデルとし、持続する地域社会と活

力に満ちた産業（農業・6次産業化）の実現に寄与していくことを目的として取り組むものである。

 単に食品残渣（生ごみ）の処理・再生資源化として炭化・堆肥化及び飼料化を図るだけであれば、

肥料と飼料の生産だけとなるが、バイオガス発電と組み合わせることで、電気・熱、液肥、さらには

炭、堆肥を生み出す。

また、施設園芸ハウス・飼育施設とエネルギーを連動させることで、農産物の栽培や養鶏にも育成

面・コスト面でも寄与することができる。

 エネルギー供給により稼動経費の削減をバイオガス発電設備によってまかなうだけでなく、「エネ

ルギー」と「食・農」の循環による「地域経済」の地産地消の推進が図られ、本村の産業活性化に寄

与するものになる。

園芸ハウス

商業施設 堆肥化
施設

炭化・飼料化
設備

バイオガス

養鶏場
畜産物 飼料

生ごみ

資源と経済
の循環

電気・熱高機能堆肥

農産物

図 4-1 本事業のねらいのイメージ

バイオマス処理により生み出される「電気・熱」を農業施設・公共施設に供給し、これら施

設における経費削減を図る。

バイオマス処理により生み出される液肥を、過熱蒸気式炭化により生ゴミから生成した炭及

びＥＭ菌等の培養菌と掛け合わせて堆肥化を図り、耕作放棄地の再生に有効な土作りを図る。

生ゴミをＥＭ菌等の培養菌活用で養鶏に最適な飼料化作りを図る。
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4.2 実証実験取組の方針

 今回の実証実験の取組は、最終的に全村レベルまで見据えた取組の一つであり、一括・単一での大

規模な施設とすることなく、村内それぞれの地域特色にあった対応を目指した分散型の地産地消とな

る取組としている。

 資源確保に課題を抱えている島嶼圏として本取組が第一に目指すものは、地域で排出された生ゴミ

（再生可能資源）でエネルギーを作り、堆肥化や飼料化により耕作放棄地や地力の落ちた農地の回復

を行い、その活用による圃場やハウス施設における営農や養鶏で、地域農業・サービス業（加工・販

売等）などの産業活性に繋げ、地域の消費者（村民）に安全で良質なものを提供可能としていくこと

である。

また、このような農業への取り組み方をも波及させ、植物工場・水耕栽培・養鶏等の農業者の育成・

生産拡大を図っていくことを目標としている。

今回の実証実験は、一括・単一での大規模な施設とすることなく、村内それぞれの地域特色

にあった対応を目指した分散型の地産地消を目指す方針とする。

本取組が第一に目指すものは、本事業で生み出されるエネルギーや堆肥、飼料などを活用し、

圃場やハウス施設における営農や養鶏で、地域農業・サービス業などの産業活性に繋げ、地

域の消費者に安全で良質なものを提供可能としていくことである。
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4.3 実証実験の必要性と導入設備・装置の大まかな方針

4.3.1  実証実験の必要性

 全国的に実用化されたバイオガスプラントは処理量が 10ｔ/日以上の事例が多く、5ｔ/日以下の事

例は少ない状況にある。さらに、処理量１ｔ/日未満のメタンガス発酵の施設は、実用化されている

例が見当たらない状況にある。

 一方、本実証実験において導入を考えているバイオガスプラント施設は、処理量が１ｔ/日未満と

全国の農村地域レベルでのニーズが多いもののメタンガス発酵の安定性や信頼性及び採算性などの

点で設備メーカーなども製作を行っていない領域のものである。本実証実験において、これまで全国

的に実用化されていない小型バイオガスプラントが実現可能となれば、全国的に事業への適用が可能

となる設備であると考えられる。

 この全国でも事例のない１ｔ/日未満レベルの小型バイオガスプラントのため、適切な運転管理条

件や生み出されるエネルギー、消化液の効果的な活用方法などを実証実験により把握するとともに、

採算性の検証を行い、これが成立できることが判れば北中城村内各地及び村外の農村地域レベルでの

事業化展開を図ることが可能となる。

 特に、１ｔ/日未満レベルの小型バイオガスプラントで生み出されるエネルギーや消化液の生成量

に適した、かつ農業振興や地域貢献に資する付帯設備での活用効果を合わせて実証することで、農業

生産の向上や地域経済への貢献が期待できるため、将来的には、本実証にて確立されたノウハウを村

内の複数地域でも展開可能になると考えている。

 さらに今回の実証では、バイオガスプラントによる発電だけではなく、これにより生成される電

気・熱を高機能堆肥化と連動させ、本村内で取組まれている EM 事業及び資源化ヤードによる廃材

活用事業と、今回の食物残渣の再生資源化とバイオマス設備による廃液の液肥への再生・堆肥化への

活用という 3 つの要素を取り入れた製造過程により、北中城村だから可能な取組みを行い、その技

術の安定性・信頼性、設備導入及び設備稼働効率などの経済性、製造する堆肥の品質を検証・確認す

ることは、北中城村オリジナルの実証実験であるといえる。

 以上のことから、全国的に例を見ない小規模なバイオガスプラントの活用と、そこから生成される

電気・熱を農業に利用して産業の活性化に活かすという、北中城村にとって重要な「再生資源（生ゴ

ミ）活用の実証」となる。

各農村レベルでの事業化展開を目指すため、事例のない 1t/日未満レベルの小型バイオガス発

電施設について、実際の現場・条件において適切な運転管理方法、エネルギー、消化液の効

果的な活用方法を把握し、採算性の検証を行う必要がある。

農業・産業の活性化に資するため、生成される消化液、炭、EM菌などを混ぜ合わせ、北中

城オリジナルの高機能な堆肥を製造する。また、製造する堆肥の品質を検証・確認する必要

がある。
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4.3.2 実証実験導入設備・装置の大まかな方針

 村内からの再生可能資源（生ゴミ）をバイオガスプラント及び炭化設備の原料として利活用し、設

備から発生するエネルギー（電気・熱）とメタンガス発酵消化液（液肥)及び炭化高機能堆肥を園芸

ハウス施設や露地栽培に活かし、食の循環と地域経済（特に農業）の発展に寄与するための実証実験

設備・装置の構築を図る。

① 実証実験用バイオガスプラント設備 

     村内（今回の実証実験ではライカム地区のイオンＳＣ）から発生する再生資源（生ゴミ）

を収集して、バイオマス資源としてエネルギー化可能な活用量を１ｔ未満程度の規模と想定

し、生ゴミ成分比や鮮度、不純物混合度合い等を踏まえ、１ｔ未満規模の実証実験用バイオ

ガスプラント設備を構築することを目標とする。

② 実証実験用炭化装置 

     炭化装置については、村内（今回の実証実験ではライカム地区のイオンＳＣ）から発生す

る再生資源（生ゴミ）を収集して、これらの再生資源を炭化させることで、良質な土壌改良

剤・養鶏飼料化を図るための実証実験装置を構築することを目標とする。

 想定される実証実験設備と装置についての方針は以下のとおりである。

① 実証実験用バイオガスプラント設備 

バイオマス資源としてエネルギー化可能な生ごみ量を１ｔ未満程度の規模と想定し、１ｔ未

満規模の実証実験用バイオガスプラント設備を構築することを目標とする。

② 実証実験用炭化装置 

  再生資源を炭化させることで、良質な土壌改良剤・養鶏飼料化を図るための実証実験装置を

構築することを目標とする。

③ 実証実験用堆肥化装置 

バイオガスプラントから精製された液肥と、培養菌としてのＥＭ菌を加えることで土壌の透

水性・保水性、保肥力などの向上や促進を図れる高機能・多様性を持った堆肥化の実現を目指

し、詳細な配合仮定、・それによる効果想定などに取組み、その機能を検証するための実証実験

装置を構築することを目標とする。

④ 実証規模の園芸ハウス 

精製される液肥や堆肥が作物の育成に及ぼす影響を把握し、沖縄における市場性のある栽培

品の単位生産量・品質の向上と収益性の検証を目的した園芸ハウスを構築することを目標とす

る。
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③ 実証実験用堆肥化装置 

     堆肥化装置については、バイオガスプラント設備から精製された液肥と培養菌としての

EM 菌を加えることで「土壌の透水性・保水性、保肥力、ミネラル、土の保温、水質浄化、

土壌の有機微生物など」の向上や促進を図れる高機能・多様性を持った堆肥化の実現を目指

し、詳細な配合仮定、・それによる効果想定などに取組み、その機能を検証するための実証

実験装置を構築することを目標とする。

④ 実証規模の園芸ハウス 

     園芸ハウスについては、点滴灌水施肥（養液土耕）栽培を主体に考え、バイオガスプラン

ト設備から製造される消化液から精製される液肥や堆肥が土壌のリン酸・塩基改良により作

物の育成に及ぼす影響を把握し、バイオガスプラント設備からの熱・電気及び液肥・堆肥を

活用した場合の栽培経費軽減の明確化を図り、沖縄における市場性のある栽培品の単位生産

量・品質の向上と収益性の検証を目的した園芸ハウスを構築することを目標とする。

園芸ハウスなど

堆肥化設備

炭化・飼料化施設バイオガス発電施設
（1t/未満）

養鶏場

再生可能資源（生ごみ）

電気

消化液 炭

排熱

高機能堆肥

+EM

菌等

：導入設備

• 事例のない1t/日未満レ

ベル施設の実現場・条
件における適切な運転
管理方法、エネルギー・
消化液の効果的な活用
方法を検討

• 採算性も検証

• 土壌改良に利用する炭
を生産し、堆肥とともに
利用を図る

• 養鶏飼料の生産を行い、
品質・市場性などを検証

• 消化液、炭、EM菌などを

混合し、良質な堆肥の製
造を検証

• 市場性も検証

• 生産した高機能飼料で
の生育、産卵数、品質向
上などの検証

• 生産した高機能堆肥で
の生育、収穫量、品質向
上などの検証

+EM菌、一
般資材

飼料化資材

図 4-2 導入設備・装置の概念図
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5.1 良好なメタン発酵のための対策ポイント

本章では、メタン発酵を用いた廃棄物の減量化、無害化、エネルギー資源化の技術動向について、

メタン発酵技術が注目される社会的背景、さらにメタン発酵の原理と操作条件を最新の研究成果に基

づき概説する。

また、各種廃棄物系バイオマス処理 利用におけるメタン発酵技術の応用状況と課題を整理する。

5.1.1 メタン発酵が再注目される社会的・技術的背景

1)メタン発酵が再注目される背景

以下、メタン発酵技術の応用を支えてきた社会的背景を以下に示す。

〇 1990年代頃より、工場排水処理における環境配慮、排水処理における省エネルギー、汚泥

削減のため UASB、EGSBをはじめとする嫌気性処理が多く導入されている。

〇 1998年度より旧厚生省の推進で始まった「汚泥再生処理センター事業」は「し尿、浄化槽

汚泥及び生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理することにより、メタン発酵のうえメタンガ

スとしてエネルギー回収する設備、又は堆肥化等により有効利用できる原料若しくは製品を

製造する設備の設置」を要求したため、新しい超高速メタン発酵技術の開発と応用が促進さ

れた。

〇 1999年「家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の制定

家畜排泄物の適正処理が本法によって義務付けられた。メタン発酵法は単なる肥料化だけで

なく、バイオガスとしてエネルギーを回収できるので、資源回収型処理方法として注目され

ている。

〇 2000 年食品リサイクル法成立。年間 100 トン以上の食品廃棄物を排出する食品関連事業

者は、飼料化、肥料化、油化、メタン化のいずれかの技術を用いてリサイクルを行うことが

本法によって義務付けられ、メタン発酵法は有望な技術と期待されている。

〇 2001年ごみ処理施設性能指針に「ごみメタン施設」が追加された。紙、プラスチック類の

リサイクル推進に伴い、水分の多い生ごみは焼却処理のマイナス要因となり、別途リサイク

ル処理が望ましい。そこで、厨芥を分別してメタン発酵によりメタンを回収する技術が推奨

された。

地球環境問題が大きくクローズアップされるに伴い、20世紀の大量生産、大量消費、大

量廃棄の社会を脱皮し、持続可能な発展が求められている。

加えて、過去 1世紀にわたるメタン発酵やその周辺技術の開発により、近代的なバイオガ

ス技術が生まれ、近年ヨーロッパで実用化されている。

このような社会情勢の変化と技術の発展により、ここ数年、メタン発酵技術の利活用は再

び注目されている。
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〇 2002年 12月に閣議決定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」では 2010年において

下水汚泥を含む廃棄物系バイオマスのうち炭素量換算で 80%以上をエネルギー又は製品と

して利活用するように努めること、そのための効率的なエネルギー変換技術の開発・実用化

や生成 CH4 貯蔵 利用技術の開発推進等が盛り込まれている。

〇 2003.8 「バイオソリッド利活用基本計画（下水汚泥処理総合計画）策定マニュアル」で

は汚泥のエネルギー利用の項目が追加されている。更に国土交通省では生ごみ等バイオマス

を下水処理施設で共同処理し、発生した電気等のエネルギーの場内活用を図る「バイオマス

利活用事業」を創設した。

2)メタン発酵技術に対する新たな評価

メタン発酵の最大の特徴はエネルギーを回収できることにある。この特徴を活用すれば、表 5-1に

示すように、廃棄物系バイオマスの 3大カテゴリである下水汚泥（年間 7,600万トン）、食品廃棄物

（年間約 2,200万トン）、家畜排せつ物（年間約 9,100万トン）から、最大年間 390万 klの原油に

相当するエネルギーを生産できる。従って、メタン発酵はバイオエネルギー生産の最有力技術として

位置づけられる。

また廃棄物処理システムのライフサイクルアセスメント(LCA) の研究によれば、メタン発酵によ

る生ごみの処理は環境負荷が低く、地球環境にやさしいと報告されている。さらに排水または汚泥処

理の分野ではメタン発酵による汚泥発生の抑制、または発生汚泥の減量化、エネルギー化も重要視さ

れている。

表 5-1 代表的廃棄物系バイオマスの発生量およびそのエネルギー生産能力

廃棄物系バイオマス
年間発生量
（万トン/年）

メタン生成能力
（億m3/年）

原油換算
（万 kl/年）

下水汚泥（濃縮汚泥ベース） 7,600 6.23 62 

食品廃棄物 2,200 17.0 169 

家畜排せつ物 9,100 16.0 159 

合計 18,900 39.23 390 

出典：メタン発酵技術の概要とその応用展望

メタン発酵の最大の特徴は、エネルギーを回収できることであり、バイオエネルギー生産

の最有力技術として位置づけられる。

排水または汚泥処理の分野では、メタン発酵による汚泥発生の抑制、または発生汚泥の減

量化、エネルギー化も重要視されている。
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5.1.2 メタン発酵の原理と化学量論

1)メタン発酵における物質変換の概要

メタン発酵における生分解性有機物の分解過程は図 5-1 に示す通り、大きく分けて(I) 固形または

高分子有機物から溶解性有機性単体（糖、アミノ酸及び高級脂肪酸）を生成する可溶化・加水分解、

(Ⅱ) 加水分解生成物である溶解性単体から有機酸（蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸など）、アルコ

ール類などを生成する酸生成、(Ⅲ) プロピオン酸や酪酸などの C3以上の揮発性脂肪酸から酢酸と水

素を生成する酢酸生成、(Ⅳ)水素や酢酸などからメタンと二酸化炭素を生成するメタン生成、という

四つの段階からなる。排水・廃棄物処理の分野では、(I) と(Ⅱ) の二つの段階を併せて酸生成相、(Ⅲ) 

と(Ⅳ) の二段階を併せてメタン生成相と呼ぶことが一般的である。

メタン発酵の結果、バイオマスに含まれる生分解性高分子有機物 COD の約 80～90%がバイオガ

スに転換され、残りの 10～20%程度が増殖菌体となって非分解性固形物とともに消化液となる。ま

たメタン発酵において、タンパク質に含まれている窒素はアミノ酸の分解に伴い NH4+の形態で液相

に放出する。有機物に含まれているリンはまずリン酸根(PO43+)になり、そして鉄、マグネシウムな

ど金属イオンと反応して難溶性の沈殿物となることが多い。なおメタン発酵条件において病原性微生

物の死滅効果も大きい。

メタン発酵で生成したバイオガスの成分は、一般的にメタン(CH4) が 60%(土 5%)、二酸化炭素

(CO2)が 40%(土 5%)程度で安定している。そのうちメタンが燃料成分であり、その含有量が高いほど

発熱量も高くなる。一般的にバイオガスの発熱量は 1面あたり 5,000～6,000kcalで、都市ガスの 5A

～6Aの規格に近く、燃料資源としての価値は十分認められる。

出典：水環境保全のための生物学：産業用水調査会       
図 5-1 バイオマスのメタン発酵における物質変換の概要

メタン発酵における生分解性有機物の分解過程は (I)可溶化・加水分解、(Ⅱ)酸生成、(Ⅲ)

酢酸生成、(Ⅳ)メタン生成の四つの段階からなる。

メタン発酵では、バイオマスに含まれる生分解性高分子有機物 CODの約 80～90%がバイ

オガスに転換され、残りの 10～20%程度が非分解性固形物と消化液となる。

生成したバイオガスの成分は、一般的にメタン(CH4) が 60%(土 5%)、二酸化炭素(CO2)

が 40%(土 5%)程度で安定している。
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2)メタン発酵微生物の概要

メタン発酵に関与している微生物は極めて複雑であり、表 5-2にまとめるように数グループに分け

られる。図 5-1に示すように、メタン発酵の最終段階ではメタン生成古細菌によりメタンと二酸化炭

素が生成する。通常のメタン発酵では、メタンの 70%程度は酢酸から生成し、残りの 30%は二酸化

炭素が水素により還元されて生成すると考えられている。従って、酢酸を利用するメタン生成菌は重

要である。

図 5-2 にメタン発酵槽でよく観察される酢酸資化性メタン生成菌の糸状 Methanosaeta 属と連球

状Methanosarcina属の電子顕微鏡写真を示す。

糸状の Methanosaeta と連球状の Methanosarcina はいずれも酢酸を基質とするため、基質をめ

ぐって競合関係にある。一般的に酢酸濃度が低い場合、Methanosaetaが有利であるのに対して、酢

酸濃度が高い場合にはMethanosarcinaは優勢となる。また、高温条件ではMethanosarcinaはよく

観察される。

安定的メタン発酵を実現するには、反応槽内に Methanosaeta または Methanosarcina の酢酸利

用性メタン生成細菌を十分維持する必要がある。

表 5-2 メタン発酵槽における微生物の菌叢構造

出典：メタン発酵技術の概要とその応用展望

図 5-2 代表的メタン生成菌である糸状性のMethanosaeta 

(a)連球状のMethanosarcina(b)の電子顕微鏡写真

メタン発酵では、メタンの 70%程度は酢酸から生成し、残りの 30%は二酸化炭素が水素

により還元されて生成する。

安定的メタン発酵を実現するには、酢酸を利用しメタンを生成する酢酸資化性メタン生成

菌（糸状Methanosaeta 属と連球状Methanosarcina属など）を反応槽内に十分維持す

ることが重要。
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3)メタン発酵の化学量論

汚泥や生ごみなどのバイオマスに含まれる有機物は炭水化物、タンパク質、脂質および粗繊維に大

別されるが、その主な元素構成は炭素(C)、水素(H)、酸素(0)および窒素(N)である。メタン発酵にお

ける有機物の変換反応を次式のような化学量論式で簡潔に表現できる。

CnHaObNc+[n-0.25a-0.5b+l. 75c]H2O 

→[0.5n+0.125a-0.25b-0.375c] CH4 +[0.5n-0.125a+0.25b-0.625c] CO2+cNH4+ + cHCO3- 

上記の計算より明らかなように、有機物 1g当たりのメタン生成ポテンシャルは脂肪(0.998L) ＞タ

ンパク質(0.527L) >炭水化物(0.415L)の順である。

また、ガス組成に関しては、炭水化物の分解ではメタン含有率が 50%であるのに対して、その他

の 3 種類の物質はいずれも 70%程度である。このようにメタン発酵の対象によってはバイオガス生

成量およびメタン含有率は著しく異なる。

表 5-3 代表的有機物および廃棄物系バイオマスのメタン発酵に関する化学量論式とガス発生量の概算

出典：メタン発酵技術の概要とその応用展望

生ごみなどのバイオマスに含まれる有機物は炭水化物、タンパク質、脂質および粗繊維に

大別すると、メタン生成ポテンシャルは脂肪＞タンパク質>炭水化物の順である。

ガス組成に関しては、炭水化物の分解ではメタン含有率が 50%であるのに対して、その他

の 3種類の物質はいずれも 70%程度である。
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5.1.3 メタン発酵の環境条件と運転指標

1)攪拌と混合

メタン発酵が微生物反応であるため、基質と微生物の混合や反応生成物の物質移動を促進する攪拌

は、重要な影響因子となる。過去の経験より適切な攪拌はメタン発酵の効率を向上できることが知ら

れている。特に汚泥などの固形物のメタン発酵処理において反応槽内の攪拌が必要不可欠である。

攪拌の方法は基本的に次の 3種類がある。

〇 機械攪拌：インペラやドラフトチューブ攪拌機など

〇 ガス循環：発生したバイオガスを反応槽内に吹き込む。

〇 水理学的攪拌：液循環または液面変動によって生じる攪拌

近年開発された高濃度メタン発酵では、これらの攪拌手段を組み合わせて使用するケースもある。

2)温度

メタン発酵はその操作温度域により無加温（＜25℃）、中温発酵(30～40℃)および高温発酵(50～

60℃)に分けられるが、実用的に中温の最適温度 35℃前後または高温の最適温度 55℃前後で行われ

る。

一般的に高温発酵の反応速度は中温発酵の 2 倍以上と報告されており、高温発酵の容積負荷は中

温の倍程度向上できる。

処理特性の観点から中温発酵と高温発酵を比較すると、高温発酵は加水分解率や病原性微生物の死

滅率が高く、発酵速度が早くて高負荷を実現しやすい反面、有機酸が蓄積しやすいこともある。それ

に対して中温発酵は分解速度が遅いものの、安定性や脱離液の水質が比較的良い。

生ごみを原料としたメタン発酵の重要な因子は、撹拌と混合、温度、pH、有機酸濃度、

アンモニア濃度、アルカリ度、ガス組成と硫化水素、滞留時間、微量金属である。

実用的な温度は、中温（35℃前後）と高温（55℃前後）。

良好に運転されているメタン発酵槽の pHは、6.5～8.2．

メタン発酵が順調な場合は、有機酸濃度（酢酸、プロピオン酸、酪酸）が低い。

メタン発酵槽におけるアンモニア濃度の目安は、中温発酵で 4,500～5,000mg/L以下、高

温発酵で 2,500mg/L。

ガス組成中の CO2含有量の急激な上昇または CH4含有量の急激な低下は、メタン発酵の

阻害と連動。

硫化水素濃度は、数百～数千 ppm以下。

滞留時間（メタン生成菌世代時間の 3倍以上）は、中温で 6日以上、高温で 4日以上。

メタン生成菌の増殖活性に促進効果を及ぼす微量金属元素は、鉄、銅、セレン、コバルト、

マンガン、タングステン、ニッケル、モリブデン、ホウ素、亜鉛の 9種。微量金属の欠乏

現象は、2～3ヶ月後に顕著になることが多い。
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3)pH 

メタン生成菌はほぼ中性付近の pH 条件を好むため、メタン発酵の最適 pH が 6.8～7.6 と言われ

ている。良好に運転されているメタン発酵槽の pH はだいたい 6.5～8.2 の範囲にある。廃水の嫌気

性処理において pHが 7.0の中性付近にあるが、汚泥や生ごみなどの固形廃棄物のメタン発酵におい

てはアンモニア性窒素濃度が比較的高いため、pHは一般的に 7.0から 8.0の範囲にある。

4)有機酸濃度

メタン発酵の中間生成物としてギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、乳酸などの有機酸が生成するが、

メタン発酵が順調に進んでいる場合、生成した有機酸は速やかにメタン生成菌に利用されるため、有

機酸の濃度が低く、しかも検出されるものはほとんど酢酸、プロピオン酸および酪酸の揮発性脂肪酸

である。従って、これら 3 種類の揮発性脂肪酸の濃度と構成を分析すれば、メタン発酵槽の運転状

況を把握することができる。また、有機酸の蓄積はアルカリ度や pHと連動しているため、pHとア

ルカリ度の推移よりその動向を容易に推定することができる。

5)アンモニア

バイオマスのメタン発酵においてタンパク質の分解に伴い、NH4+が生成する。この NH4
十がメタ

ン生成細菌増殖の栄養成分になったり、重炭酸根(HCO3-) と平衡してアルカリ度になったりするた

め、良好なメタン発酵にとって不可欠な成分である。しかし、NH4+濃度が高すぎると、それに起因

するメタン発酵の阻害（有機酸の蓄積とメタン生成速度の低下）が起こる。アンモニア毒性はさまざ

まな要因に影響されるため、文献に報告されている阻害濃度には幅がある。

また、汚泥の馴養によりアンモニア耐性が強くなることも知られている。メタン発酵槽における安

全運転の目安として中温発酵で NH4+濃度 4,500～5,000mg/L以下、高温条件で 2,500mg/L以下と見

られる。投入バイオマスの TS濃度 10%程度なら、基本的にこの安全ラインが満たされる。

6)アルカリ度

アルカリ度は、酸を中和する溶液の容量を示す指標であり、メタン発酵プロセスの安定性に関わる。

一般的にメタン発酵におけるアルカリ度は原液由来のものと代謝由来のものに分けられるが、生ごみ

や汚泥のメタン発酵においては原液にアルカリ度がほとんどないため、主に発酵代謝に由来する。

代謝由来のアルカリ度は主にタンパク質の分解で放出する NH4
十に起因する。理論的に NH4

十は

等モルの HC03と平衡して NH4HC03となるため、1ｇの NH4+-Nは 3.6gのアルカリ度をもたらす。

従って、メタン発酵槽におけるアルカリ度は投入物の TS濃度とタンパク質含有率に比例して増大す

る。
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7)ガス組成と硫化水素

メタン発酵により生成するバイオガスの主成分はメタンと二酸化炭素であり、表 5-3 に例示した

ように CH4 と CO2 の含有率はバイオマスの種類と性状に若干影響されるが、一般的にそれぞれ

60%(士 5%) と 40%(土 5%)で安定している。CH4含有率の傾向として、タンパク質と脂肪成分が多

い場合に高めになるが、逆に炭水化物が多い場合には低めになる。また、メタン発酵槽の運転におい

て CO2含有率の急上昇または CH4含有率の急低下はメタン発酵の阻害と連動する場合が多い。

メタン発酵において原料に含まれる硫黄成分が硫化水素(H2Ｓ）の生成をもたらす。硫化水素の発

生は硫酸塩の還元とタンパク質の発酵に由来するため、原料中の硫酸塩濃度とタンパク質濃度に影響

される。バイオガス中の硫化水素濃度は一般的に処理対象により数百 ppm から数千 ppm の範囲で

変化する。硫化水素が多くなると、バイオガスの品質を低下させるだけでなく、メタン発酵に阻害を

及ぼす場合もある。

8)滞留時間

滞留時間は、有機物の分解率と運転の安定度に影響を及ぼすだけでなく、投入負荷とも関連する重

要な指標である。嫌気性反応槽の安定運転を維持するために、メタン生成菌の保持と過負荷の防止が

重要である。単純に菌体維持の観点から考えると、メタン生成菌世代時間の 3倍以上の滞留時間（安

全係数 3)を確保しようとすると、中温では 6日（世代時間 2日×3 倍）以上、高温では 4日（世代

時間 1.3日×3倍）以上が必要という計算になる。また、下水汚泥の分解には固形物の加水分解に時

間がかかるため、高い分解率を得るのに、固形物滞留時間(SRT)をある程度長くする必要がある。

さらに、実用技術として滞留時間を 15日程度以上とすることが一般的である。下水汚泥の処理プ

ロセスにおいて、メタン発酵の他に、脱水性、容量調整などの機能も重視されているため、実用的に

はメタン発酵を行う嫌気性消化槽が 30日の滞留時間で運転されているケースも少なくない。

9)微量金属の必要性

微量金属はあらゆる種類の微生物にとって必須である。メタン生成菌の増殖には数種類の微量金属

を特に要求している。メタン生成菌の増殖活性に促進効果を及ぼす元素として鉄、銅、セレン、コバ

ルト、マンガン、タングステン、ニッケル、モリブデン、ホウ素、亜鉛の 9種類が報告されている。

その中で、最も重要なのは鉄、ニッケル、コバルトの 3種類である。

微量金属が欠乏しているケースの特徴として、アンモニアやその他の阻害因子がないにも関わらず、

反応槽内に有機酸が蓄積し、有機物負荷をなかなか上げられず場合によっては酸敗にもなる。また、

この現象は主にメタン発酵の投入物に依存するため、反応槽の初期運転で見られなくても、種汚泥に

含まれているものが利用し尽くされる 2～3カ月後で顕著になることが多い。

一般的に下水汚泥にはこれらの微量金属が豊富に含まれているため、あまり問題にならないが、生

ごみおよび食品廃棄物のメタン発酵を行う場合にはこの点を留意する必要がある。
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5.1.4 廃棄物系バイオマスのエネルギー資源化の現況

様々な廃棄物系バイオマスは、メタン回収の原料となることが可能である。その中で特に重要なも

のは下水汚泥、生ごみ、畜産排泄物、産業廃水などが挙げられる。以下、対象物別に技術の現況と応

用実績を整理する。

1)下水汚泥の嫌気性消化

① 下水汚泥処理における嫌気性消化の採用状況 

下水道の分野では、伝統的に下水汚泥のメタン発酵を嫌気性消化と呼んでいる。図 5 3は

1984 年以降の下水汚泥発生量、嫌気性消化処理量及びメタン発酵効率の経年変化をまとめた

ものである。

近年、小規模下水道の普及により下水汚泥発生量は確実に増えているものの、新規の小規模

下水処理施設ではほとんど単独の汚泥処理システムを持たないため、嫌気性処理による汚泥処

理量は横ばい状態が続いている。

処理規模別に嫌気性処理の採用状況を検討すると、下水処理量 20,000m3/日以下の場合、汚

泥処理フローに嫌気性消化を込み入れた事例が少ない。特に下水処理量 10,000m3/日以下にな

ると、嫌気性消化がほとんど採用されていない。一方、メタン発酵の効率を示すガス発生倍率

は年々高くなってきている。これは、近年汚泥濃縮技術の進歩に伴い、嫌気性消化の前段に遠

心濃縮器などの機械濃縮が採用されはじめたため、消化槽への汚泥投入濃度が高くなってきた

ことによる結果である。

出典：メタン発酵技術の概要とその応用展望 

図 5-3 下水汚泥処理における嫌気性消化の採用状況とガス発生効率（倍率）の経年変化

嫌気性処理による汚泥処理量は、横ばい状態。

一方、メタン発酵の効率を示すガス発生倍率は年々増加。汚泥濃縮技術の進歩に伴い、消

化槽への汚泥投入濃度が高くなってきたことが要因である。

全国 305箇所の処理場の平均規模は、消化槽有効容量 7,600m3、滞留時間 34日、消化温

度 34℃で、投入量 215m3/日、消化ガス発生量 2300m3/日、消化汚泥排出量 2.8t/日である。
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② 下水汚泥嫌気性消化の性能調査 

2001年度の下水道統計によれば、日本全国で発生した下水汚泥の約 34.5%(DSベース）が

嫌気性消化を組み込んだシステムによって処理され、「濃縮→嫌気性消化→脱水→コンポスト」

と「濃縮→嫌気性消化→脱水→焼却」が代表的な処理フローとなっている。

図 3-4に示すように、全国の 305個所の処理場の平均規模としては、消化槽有効容量は

7,600m3であり、滞留時間は 34日、消化温度は 34℃であった。投入汚泥の TS濃度は 2.65%

と比較的に低いため、消化ガス発生倍率は 11 倍程度に止まっている。嫌気性消化による TS

減量化率は平均 51%で、vs 減量化率は 57%であった。消化ガスの組成としては

CH4:60%(57-63%)、CO2:36%(32-40%)、H2S： 1164ppm (696-2238ppm)であった。

出典：メタン発酵技術の概要とその応用展望

図 5-4 全国にある下水汚泥メタン発酵槽の平均的運転状況

（平成 12年度下水道統計に基づく）
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2)生ごみのメタン発酵

1990 年代の後半から生ごみメタン発酵技術の実用化が始まった。生ごみまたは食品廃棄物の単独

メタン発酵施設の技術の特徴として高濡度（投入 TS濃度 10%以上）、高温発酵を採用している事例

が多い。

一般的に生ごみの分解率は約 80%(±10%は可能）で、バイオガス生成量は生ごみ 1トン（湿重量）

当たり 100～160m3と報告されており、その減量化、エネルギー生産効果が大きい。しかし、バイオ

ガス発生量は生ごみの含水率と有機物組成に大きく影響されるため、生ごみの性状を言及せず、生ご

み 1トン（湿重量）当たりのガス生成量ばかり強調するのは妥当ではない。

また、生ごみは基本的に固形廃棄物になっているので、多くの希釈水を使って処理すると、エネル

ギー回収効率が低下するだけでなく、排水処理も問題になる。従って、生ごみに対しては、なるべく

希釈せずメタン発酵を行うのが理想的である。

こういう観点から、乾式メタン発酵は理想的であるが、実用的にはアンモニア阻害や機械的性能を

注意深く確認する必要がある。特に生ごみの乾式高温発酵にはアンモニア阻害が制限因子となること

を留意しなければならない。

生ごみに対しては、希釈水を加えず、さらに反応系内は湿式発酵を採用することが最も良いと考え

られ、生ごみの無希釈二相循環式高速メタン発酵プロセスが考案されている。

図 5-5に同プロセスのフローと標準設計条件を示す。本プロセスは平成 16年度より京都府木津町

で実証試験が行われており、これまで良好な処理結果を得ている。

生ごみのメタン発酵はコストや環境配慮の側面から評価して比較的推進しやすいと考えられる。

大きな問題点は、ごみ収集システムにあり今後、ごみの収集 分別システムを含めた総合的検討が

重要になる。

図 5-5 生ごみの無希釈二相循環方式高速メタン発酵プロセスのフロー及び標準的設計条件

1990年代の後半から生ごみメタン発酵技術の実用化が開始

高濃度（投入 TS濃度 10%以上）、高温発酵を採用している事例が多い。

一般的に生ごみの分解率は約 80%、バイオガス生成量は生ごみ 1トン（湿重量）当たり 100

～160m3であり、その減量化、エネルギー生産効果が大きい。

生ごみのメタン発酵はコストや環境配慮の側面から評価して比較的推進しやすい。

課題は、ごみ収集システムにあり、ごみの収集 分別システムを含めた総合的検討が重要。
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3)「汚泥再生処理センター」のメタン発酵技術

「汚泥再生処理センター」はし尿 浄化槽汚泥処理施設から発展してきた廃棄物の総合リサイクル

システムである。特徴として、し尿処理汚泥と生ごみの混合高濃度メタン発酵が採用されている。こ

れまで建設されたメタン発酵施設は計 13件ある。採用されているメタン発酵技術の内訳はメビウス

システム 10施設（高温メタン発酵）、REMシステム 3施設（中温メタン発酵）となっている。メタ

ン発酵より得られたバイオガスの利用方法は大きく熱利用と発電の二つの方式に分けられる。傾向と

して生ごみ量が多い（7.0t/d以上）プラントでは発電・コジェネを行っているが、生ごみが少ないケ

ースでは、熱利用だけにとどまっている。

近年、汚泥再生処理センター事業ではメタン発酵の新規採用はほとんどない。その最大の理由は生

ごみの回収は進まないことにあるのではないかと見られる。生ごみの搬入が少ない場合、エネルギー

の回収効果が限定的なものになる。

また、余剰汚泥や浄化槽汚泥の分解率向上は依然として技術開発の課題であると言える。

4)家畜排泄物のメタン発酵とエネルギー回収

家畜排泄物処理のためのメタン発酵施設（またはバイオガスプラント）は 1998年に京都府八木

町バイオエコロジーセンターが建設された頃から注目を浴びるようになった。ヨーロッパのデンマ

ーク、ドイツの先進的事例と技術も参考になり、近年、家畜排泄物を集約処理するセンター方式の

メタン発酵施設が北海道や東北地方などで多く建設された。現在家畜廃棄物のメタン発酵処理施設

は日本全国で 30以上があると言われ、その多くは 2000年以降稼働し始めている。

図 5-6に示すように、八木町バイオエコロジーセンターは受入 前処理施設、BIMA 消化槽（メ

タン発酵槽）、スクリュープレス式脱水機、脱水ケーキ堆肥化施設、脱水脱離液処理施設からなる。

これまで建設されたメタン発酵施設は計 13件。内訳はメビウスシステム 10施設（高温メ

タン発酵）、REMシステム 3施設（中温メタン発酵）。

メタン発酵より得られたバイオガスの利用方法は大きく熱利用と発電の二つの方式に分

けられ、生ごみ量が多い(7.0t/d以上）プラントでは発電・コジェネ、生ごみが少ないケー

スでは熱利用だけにとどまっている傾向。

近年、家畜排泄物を集約処理するセンター方式のメタン発酵施設が北海道や東北地方など

で多く建設されている。

現在、家畜廃棄物のメタン発酵処理施設は日本全国で 30以上があると言われ、その多く

は 2000年以降に稼働している。

八木町バイオエコロジーセンターでは、1日の平均受入量は乳牛ふん尿 35.9t、豚ふん尿

5.2t、おから 3.3t。中温(35℃)、滞留時間 33日のメタン発酵により、バイオガス生成量は

投入物 lm3当たり 32.4m3（メタン含有率は 52～ 60%）。H2S濃度は 800～1,200ppm。

発電能力は 3,913kWh/dに達し，施設内利用後の余剰電力は総発電量の 7～27%を占め、

余剰熱も大量に発生している。
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当初計画では、乳牛 650頭及び豚 1,500頭のふん尿、おから 5t/dを処理することになっている。

2000年と 2001年の 2年間の運転実績によれば、1日の平均受入量は乳牛ふん尿 35.9ｔ及び豚ふ

ん尿 5.2t、おから 3.3tでメタン発酵槽への投入 TS濃度は 6.8%であった。

中温(35℃)、滞留時間 33日のメタン発酵により、バイオガス生成量は投入物 lm3当たり 32.4m3

であり、メタン含有率は 52～ 60%であった。また、H2S濃度は 800～1,200ppmであった。

生成したバイオガスはガスホルダーに一次貯留し、脱硫した後、ガスエンジンによる発電を行っ

ている。また、同施設の最新運転実績によれば、発電能力は 3,913kWh/dに達し、施設内利用後の

余剰電力は総発電量の 7～27%を占めており余剰熱も大量に発生している。

出典：メタン発酵技術の概要とその応用展望

図 5-6 八木バイオエコロジーセンターのシステムフロー図

- 68 -



5)バイオガスのエネルギー利用技術

様々な原料から回収したバイオガスは、基本的に以下の手段により再利用されている。

5.1.5 メタン発酵技術の課題

1)分解率とエネルギー効率の問題

嫌気性消化による下水汚泥や家畜排泄物の減量化率は 40～50%程度であり、分解率の向上による

さらなる減量化が求められている。

近年、水熱処理やオゾン酸化などの分解促進技術の導入により、脱水汚泥ベースで汚泥量を半減で

きる技術が開発されている。また投入 TS濃度 5～15%の高濃度消化を採用することにより、システ

ム全体のエネルギー効率は大きく改善できる。

2)消化液処理の問題

固形廃棄物メタン発酵処理の最大の問題点は消化液の処理である。特に家畜排泄物の処理ではコス

トの制限から複雑な処理システムを組むことが難しい。

条件のあるところでは、液肥利用または乾式発酵により消化汚泥の処理工程を簡略化できるが、そ

れ以外のケースでは、発酵残渣または消化汚泥の処理が課題となる。

3) 返流水処理の問題

下水汚泥の嫌気性消化では脱水ろ液の返送による水処理への影響が懸念されている。特に高度処理

が要求されている場合、窒素、リン、色度、難分解性 CODの影響も考えなければならない。

現在、効率的窒素除去、リン回収技術の開発が進められている。

4) 消化ガス利用コストの問題

既存の汚泥消化施設においても消化ガスの有効利用を図らず、燃やし捨てている処理施設がある。

その原因は施設投資の負担があると言われている。システムの工夫と政策的投資の配慮も重要である。

バイオガス発電：ガスエンジン発電（電気転換率約 30%)が主流であるが、最近マイクロター

ビン発電（電気転換率約 25%)や燃料電池発電（電気転換率 30%以上）などの新しい技術も

確立されている。

ボイラー燃料：バイオガスボイラーの燃料として熱効率 80～85%が得られる。

都市ガス原料化：長岡市のように、バイオガスを精製してH2Sと CO2を除去して都市ガスと

して利用することが可能である。

自動車燃料：横須賀市の生ごみ実証プラントのように、バイオガスを精製して天然ガス自動

車の燃料とすることができる。

バイオガスの貯蔵・改質技術：近年、バイオガスの吸着貯蔵技術や水素への改質技術が開発

されつつあり、有効利用の選択肢がますます広がっている。
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5.2 良好な堆肥化のための対策ポイント

 良質な堆肥づくりに向けた対策ポイントの総括は以下のとおりである。

5.2.1 よい堆肥の見きわめ方

特殊肥料である家畜ふん堆肥には様々な原料が用いられ、肥料成分も多様な上に、使用目的によっ

て求められる条件が異なるため、堆肥の原料や肥料成分、外観等の性状を確認し、総合的に判断して

使用することが重要である。 

① よい堆肥の基準 

よい堆肥の明確な数値はないが、参考になる指標はある。全国農業協同組合中央会が表 5-4の

ような家畜ふん堆肥の推奨基準を示している。ただし、この指標から外れているからといって必

ずしも品質が悪いということではない。例として、現在流通している堆肥ではＥＣが 5dS/m を超

えるものが少なくないが、これらの多くは肥料成分を豊富に含んでおり、目的に合わせて使用量

を調節すれば安全に使用できる。

また、堆肥を作る側と使用する側でも、よい堆肥に対する考え方は異なっている。堆肥を作る側

にとっては、水分が少なく、手触りがサラサラとしていて、臭いが少ないものがよい堆肥とされ

ている。これらは堆肥の発酵の進み具合を外観で判断する指標であり、主に流通・散布時の取り

扱いやすさの指標でもある。

一方、堆肥を使用する側にとっては、堆肥に含まれる肥料成分や土壌改良効果、作物に対する安

全性といった点が重要な指標となる（さらに、価格や入手のしやすさといったコスト面や利便性

など）。そして、堆肥に期待する効果が土壌の物理性の改良であるか、肥料成分の供給であるか、

あるいはその両方であるかにより、よい堆肥の定義は大きく変わってくる。

使用目的によって求められる条件が異なるため、堆肥の原料や肥料成分、外観等の性状を確

認し、総合的に判断して使用することが重要である。

よい堆肥の明確な数値はないが、全国農業協同組合中央会の「家畜ふん堆肥の推奨基準」が

参考となる。

堆肥選びのチェックポイントとして、堆肥由来の雑草や害虫が発生しない、電気伝導度や重

金属類濃度が低い、成分が安定しているなどがある。

生産農家には、使いやすい、安価で入手しやすい、安全で品質が安定している肥料が求めら

れる。
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表 5-4 家畜ふん堆肥の推奨基準

出典：全国農業協同組合中央会，1994 

【参考資料】 

表 5-5 良質堆きゅう肥共励会の審査基準

出典：岡山県畜産協会（2005）  
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② 肥料取締法に基づく表示 

肥料取締法で義務づけられている表示には、原料や主要な肥料成分等が記載されている。しかし

ながら、複数の原料を混合している一部の堆肥では、製造時期によって混合比率等が変動している

可能性もある。また、表示だけでは分からない堆肥の粒径や粗大有機物（水分調整材として使われ

たバークや木材チップ、家畜が食べ残した飼料、鶏の羽根など）の有無、発酵が不十分なふん塊の

有無、臭気、粉塵などを確認する必要がある。

よい堆肥の代名詞のように使われる「完熟堆肥」という言葉にも、厳密な定義は存在しない。よ

く発酵した堆肥という意味で使われることが多いが、どの段階をもって完熟と呼ぶかは人によって

見解が異なるため注意が必要である。

図 5-7 特殊肥料（たい肥）の表示

③ よい堆肥選びのポイント 

家畜ふんを堆肥化する目的のひとつに、微生物に分解されやすい有機物（以下、易分解性有機

物）をあらかじめ分解することがあげられる。通常、未処理のふん尿や未熟な堆肥には易分解性

有機物が多く残存している。そのため、これらを多量に施用すると、微生物が土壌中の酸素を消

費しながら急激に分解し、土壌が一時的な酸欠状態に陥り作物に害を与えることがあるためであ

る。

図 5-8 に示した堆肥の発酵温度は、有機物を分解する微生物の活動に起因しており、易分解

性有機物が少なくなれば次第に低位安定化する（ただし、有機物が完全になくなるわけではない

ため、ゆるやかな発酵は継続して行われる）。激しい分解が起こっている間は、アンモニアや二

酸化炭素などの分解産物も大量に発生し、発酵温度の上昇に伴う水分の蒸発も起こるため、肥料

成分等の変動も大きい。

一方、易分解性有機物の分解が落ち着けば、その後は残りの安定的な有機物が時間をかけて分

解されるため、肥料成分等が短期間で大きく変動することは少ない。

なお、密閉型の強制発酵装置等で生産された堆肥の一部には、堆肥化の初期段階で水分が急激

に低下して微生物の活動が休止し、発酵が止まったものがある。

以上を踏まえて、堆肥を選ぶ側から見たチェックポイントを表 5-6に整理する。
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出典：岡山県農林水産総合センター    

図 5-8 牛ふん堆肥化時の発酵温度の推移（堆積発酵方式/通気あり）

表 5-6 堆肥選びのチェックポイント

出典：岡山県 家畜ふん堆肥適正施用の手引き  
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5.2.2 作物生産農家が望む堆肥とは

農林水産省が 2005 年に発表した「家畜排せつ物堆肥の利用に関する意識・意向調査」によると、

水稲や野菜、果樹等を生産する農家（以下、生産農家）の約 9 割は家畜ふん堆肥を「利用したい」

と考えている。

生産農家の共通するニーズは「散布しやすいこと」、「安価であること」、「安全で品質が安定してい

ること」である。ただし、堆肥を利用する目的は様々であることから、堆肥製造者は生産農家がどの

ような堆肥を求めているのかを把握し、その要望に合わせた堆肥を供給することが重要である。

① 共通して生産農家が求める堆肥とは 

家畜ふん堆肥の品質は、堆肥共励会などの実施を通じて次第に向上しており、腐熟度の低い堆

肥が流通することは少なくなった。生産農家が共通して利用したいと考える堆肥は以下に示すよ

うに、「見た目にも使いやすそうな形状」、「安価で入手しやすい」、「安全で品質が安定している」

堆肥と考えられる。

表 5-7 どの作物でも共通して農家が求める堆肥の一般的な基準

見た目にも使いやすそうな堆肥 ・ビニールや石、昆虫などの異物がない

・軽く、形状もさらさらしている

・悪臭がない

安価で入手しやすい ・安価である

・供給量が安定している

・袋詰め、ばら積みなど農家が利用しやすい荷姿

・運搬や散布を頼める

安全で品質が安定している ・重金属や病原菌、寄生虫、雑草の種子を含まない

・腐熟度が安定している

・原料の種類や成分含有量が表示されている

出典：岡山県 家畜ふん堆肥適正施用の手引き

② 家畜ふん堆肥の問題点 

生産農家が家畜ふん堆肥にもっている不満は、表 5-8 に示す「利用したくない」理由に現れ

ている。最も多いのは「散布に労力がかかる」問題で、次いで「成分が明確でない」、「成分が安

定しない」、「栄養成分が多すぎる」などの含有成分に関する問題点である。さらに、「雑草種子

の混入」や「衛生上の問題」を不満に思っていることが分かる。

作物別では、稲作農家は「散布労力」、「雑草種子」、「価格」を重視しており、露地野菜農家は

「散布労力」、「栄養成分が多すぎる」、施設野菜農家及び果樹農家は「含有する成分が安定しな

い」ことも問題視している。
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表 5-8 家畜ふん堆肥を利用したくないとする作物生産農家の理由（単位：％）

出典：農水省、2005年「家畜排せつ物堆肥の利用に関する意識・意向調査」より作表

③ 今後、利用が進むと生産農家が思う家畜ふん堆肥とは 

生産農家が「今後、どのような堆肥の利用が進むと考えているか」の回答を以下に示す。従来

から堆肥に求められてきた品質（腐熟度、臭い、外観、衛生上の問題）以外の「散布しやすい」、

「価格が安い」、「含有成分量が安定している・成分量が明確である」、「施用量、施用時期など使

い方を明記する」、「雑草種子を含まない」とする農家が多い。

家畜ふん堆肥の利用を促進するためには、生産農家が求めている堆肥のニーズを把握すること

が必要である。

表 5-9 今後利用が進むと考える家畜ふん堆肥（複数回答、％）

出典：農水省、2005年「家畜排せつ物堆肥の利用に関する意識・意向調査」より作表
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5.3 良好な炭の農業利用のための対策ポイント

 良好な炭の農業利用のための対策ポイントの総括は、以下のとおりである。

1)バイオ炭とは

最近、農林業の廃棄物や廃木材、食品廃棄物等の有機物（バイオマス）を炭素化した「バイオ炭」

が世界中で注目されている。

大気中の二酸化炭素は植物が行う光合成によって有機炭素となり、植物の中に貯蔵されているが、

それを炭化することによって化学的に安定な炭素に変え、土壌や水に用いることで、土壌改良や水質

浄化につながり、農作物や樹木などの生長促進となるだけでなく、安定度の高い炭素そのものを、土

壌や水中に長期間にわたり封じ込めることができる。

地球温暖化をもたらす二酸化炭素を、このような方法で貯蔵・固定化できるところにバイオ炭が注

目を集める理由がある。

日本では昔から有機物から作られた炭を、農地の肥料としても利用しており、炭の農業応用につい

て多くの研究成果を得ている炭利用の先進国である。さらに、農林水産省によって、バイオ炭を利用

した土壌による温室効果ガスの削減効果や、農作物や樹木などの生長促進による増収など営農効果に

ついて、実際に効果の有無や経年変化などを 3 年間の実験で明らかにするために、農地に固定され

る炭素について実証する「土壌炭素の貯留に関するモデル事業」が、日本各地で 2009年 4月より開

始されている。

海外でバイオ炭の利用に最も力を入れているのはアメリカであり、「様々な規模での商業化を促進

するための研究開発」、「土壌改良と炭素削減価値のための生産と商品化」、「経済性及び LCAに関す

る研究」、「ビジネスの軌道に乗せるための研究・普及の取り組み」、「長期間の炭素固定に役立つ化石

資源由来でない更新性の肥料の開発」等に多額の国家予算が充てられている。

また、オーストラリアやニュージーランドでは、バイオ炭の利用で農業部門からの温室効果ガスの

80％を占める肉牛や羊の放牧で放出されるメタンガスをかなり抑えられ、炭による土壌改良で窒素

肥料の過剰施用によるN2Oも含め他の温室効果ガスまで削減できることが期待されている。

バイオ炭は、土壌改良材として作物の収量に大きなプラスの影響を及ぼすことが実証されて

おり、土壌の透水性や保水性の向上、保肥力の向上、ミネラルの補充、土の保温効果、土壌

の中和作用、水質浄化、土の団粒構造促進、土壌中の有用微生物の繁殖などの効果が期待さ

れる。

成功例が多いバイオ炭の使用量は、5～50ｔ/ha（0.5～5kg/m2）。

バイオ炭は酸性土壌では作物が著しく成長したが、アルカリ土壌では効果は不明確である。

バイオ炭が使われるのは殆どが酸性の土壌であり、高い pH（6-10）のバイオ炭を用いる必

要がある。

バイオ炭の効果は、原料が木であるか生ごみであるかによって、土壌中での持続性や栄養分

が異なる。そのため、原料はすべて同じではないことが重要である。

バイオ炭は、液肥などと混ぜて散布することで風で失われにくくなる。
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2) バイオ炭に関する国際的動向

バイオ炭が国際的に注目され始めたのは比較的新しい。そのきっかけとなったのが、ブラジル奥地

のアマゾン川流域での「テラ・プレタ（黒い土）」の発見である。2000 年代に入り、過去に原住民

の繁栄を支えたこの「黒い土」の謎が科学的に解明され、その高い農業生産力を支えたのが炭、すな

わちバイオ炭だったことが判明した。この発見以後、欧米の研究者達がその効果に驚き、本格的に炭

化物の農業利用に取り組むようになった。

わが国の研究者も、世界でも先進的なわが国のバイオ炭技術の研究成果を報告し、バイオ炭普及の

必要性を広く訴えていった。その結果準備段階を経て、国際的研究機関が立ち上がり、2007 年イギ

リスで IBI(International Biochar Initiatives)として発足するに至った。これを受けてわが国でも、

2009 年 4 月に日本バイオ炭普及会（Japan Biochar Association）が、わが国とアジア地域におけ

るバイオ炭普及の中核的機関を目指して発足した。

各国の農業事情や農地面積などに大きな違いがあるために、現時点では温暖化防止に対する効果な

ど、バイオ炭に対する基本的認識や評価が国ごとに異なっていることは事実である。

3)バイオ炭の多面的効用

(a)バイオ炭が持つ様々の効用

バイオ炭に関する基礎実験や収穫データから、バイオ炭は作物の収量に大きなプラスの影響を及ぼ

すことが実証されるが、現在一般的に、バイオ炭は次のような土壌改良効果があるといわれている

〇土壌の透水性や保水性の向上

〇保肥力の向上

〇ミネラルの補充

〇土の保温効果

〇土壌の中和作用

〇水質浄化

〇土の団粒構造促進

〇土壌中の有用微生物の繁殖

これらの様々な土壌改良材としての効用により健全な農作物が生育することによって、バイオ炭は

農薬・化学肥料漬け農業からの脱皮や、農家にとっては大変重要な連作障害の克服にも道を拓くもの

と考えられており、現実にそれらを実践している農家を数多く見ることができる。

- 77 -



(b)作物と有用微生物およびバイオ炭

ここでは特に重要な要素と考えられる、作物と有用微生物そしてバイオ炭の関連について概略を述

べる。

① 作物と有用微生物との共生 

46 億年前に誕生した地球に、最初の生物である微生物が発生したのは 35 億年前、陸上植物

が出現したのは 4 億年前といわれる。それ以来、植物と微生物は様々な関係を繰り広げたが、

互いに共生する方向へと進化するものが現れた。

共生微生物に最も助けられて生きる典型的な植物として「ダイズ」 を取り上げ、根粒菌と VA

菌根菌との共生関係を概説する。

根粒菌とは、マメ科植物と共生して、根粒をつくる細菌で、空気中の窒素を固定する。自然界

における窒素の循環に重要な役割を果たしている。

また、VA 菌根菌とは、植物の根と共生するカビで、菌糸が植物の根の細胞の中に入り込み、

適度な状態では、寄主も菌も生育がよくなる。

二つの菌の形成の場を見ると、根粒は主根や側根に接してつくられ、VA菌根菌は側根の中で

も細根に限ってつくられており、うまく住み分けている。三者の共生関係は、ダイズは炭酸ガス

と光、水から炭水化物を合成し、これを根粒菌や VA菌、根菌に与える。根粒菌は炭水化物から

エネルギーをとり、VA菌根菌が供給したリンやミネラルを使って空中窒素を固定し、窒素化合

物を合成して植物と VA菌根菌に送る。VA 菌根菌は上の中から水と共にリンやカリ、ミネラル

などを吸収して根粒菌や植物に与え、その代謝を支えている。こうした三者三様の全く異なる生

物が、それぞれ自分の生活を守りながら共生することによって、効率のよい機構を作り上げてい

る。

    出典：作物と土をつなぐ共生微生物 (社)農山漁村文化協会

  図 5-9 ダイズの根粒菌と VA菌根菌の共生
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② 微生物とバイオ炭 

炭は高温で蒸し焼きされているため、原料である植物の組織や細胞は完全に炭化し、きれいな

多孔質になっている。そのような物体が土の中に入れられると、そこだけ周辺と全く異なった微

細環境ができる。空気や水が適当にあり、さらに敵のいない炭の中の空間は微生物の増殖に適し

ている。環境条件がよく、競争者が少なく、植物の根が周辺にある状態は、競争に弱い共生微生

物の繁殖にとって絶好のものであり、根粒菌や VA菌根菌が逃げ込む結果になる。特に VA菌根

菌はアルカリ性にも耐えるので、カビがいない炭を独占し、近づいて根に容易に感染できる。ま

た、VA菌根菌の菌糸は太さが変化しやすく、側菌糸がねじれて固形物にまとわりつく癖があり、

炭に適応しやすい性質を持っている（図 5-10）。

土壌とかなり異なった性質をもつ物体が土の中に入ると、それに適応できる微生物だけがその

中に逃げ込んで増殖し、次々と交替して最後には土壌とほとんど変わりない状態に至る。これを

菌交替現象(微生物サクセッション) と呼び、微生物生態学上のひとつの原則として知られてい

る。

図 5-10 炭と VA菌根菌

4)農作物の生育に及ぼす試験栽培結果紹介

平成 17～20 年にかけて村林光明氏(あいち炭やきの会会員)が行なったバイオ炭による農作物の試

験栽培の結果を整理する。 

農作物の生育に及ぼすバイオ炭の影響に関する基礎的な試験栽培であるが、バイオ炭の施用により

各種の農作物の収量が増加する効果が現れている。 

① バイオ炭の作物の毛細根に与える影響について 

バイオ炭が作物の根に与える影響は、バイオ炭を使用した方が根の張りが大きくなっている。

村林氏は茶農園の茶木について、対照区の無施用に対し、試験区ではバイオ炭を 500g/可施用し

比較実験を行なっている。試験区では多数の白い毛細根が発達している（図 5-10）。これはバイ

オ炭により増殖した有用微生物との共生の結果、発根が促されたと推定される。なお、茶木は元

来酸性土壌（pH5.0～5.5）を好み、そのため窒素肥料をあたえるが、過施用による弊害が指摘

されている。バイオ炭を与えることによって適度な pHが保たれ、ミネラル成分補給効果が期待

できるなど、茶木の生育に好影響のあることが報告されている。
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バイオ炭なし                バイオ炭 500g/可

図 5-11 茶木の根比較

② キュウリの試験栽培に見る地温の影響について 

村林氏は平成 21年ハウスキュウリについて試験栽培をおこなっているが、キュウリの生育状

況と土壌温度に興味深い関係があることを報告している。

ア．収量比較 

・バイオ炭無施用に比較して、概ね 2割から 8割程度増加している。（ただし、定植後 71 日

目までの収量比較である）

図 5-12 キュウリの試験栽培

イ．地温測定比較 

・バイオ炭の保温効果によるものと思われるが、バイオ炭を施用していない区画－1 に対し

て、バイオ炭を施用した区画 2～5は概ね 0.3～1.5℃程度高い地温が観測されている。

表 5-10 地温測定結果

月 日 時 間
外気温 ハウス室温 地 温

最高 最低 区画ー1 区画ー2 区画ー3 区画ー4 区画ー5

1月5日 15:30 8.0 26.0  16.0 16.3 16.5 16.5 16.3 

1月6日 8:00 2.0 6.5 14.0 14.5 15.0 15.5 15.5 

ウ．キュウリの生育状況の比較 

・バイオ炭の施用の有無によって、キュウリの生育状況に大きな差が確認されている。定植後

71 日目の状況を図 5-13,14に示すが、バイオ炭を使用しなかった区画－1 では、茎・菓と

も枯れ始め、バイオ炭を施用している他の区画はいずれも生育・生殖を継続している。これ

はバイオ炭による土壌の保温効果をはじめとした、良好な土壌環境によるものと推測される。

- 80 -



図 5-13 バイオ炭無施用区画         図 5-14 バイオ炭施用区画

（71 日目枯れ始めている）         （71 日目元気に生育・生殖を続けている）

③ 基礎実験に対する考察 

ア．実験の意義 

村林氏が継続しているバイオ炭が野菜の収量に与える基礎的な実験で重要な点は、必ずバイオ

炭を使用しない対照区との比較を行い、バイオ炭が与える影響を観察し、データを整理している

ところである。多くの農家からバイオ炭の成果が報告されているが、バイオ炭を使用しなかった

場合との比較データは、ほとんど報告されていないと思われる。

農家がバイオ炭使用の是非を判断するためには、できるだけ多くの客観的データが必要である

と考える。これからバイオ炭を広く普及させていくためには、農家との連携を深めながら、公的

研究機関や大学等が率先して、さまざまな条件下での比較試験データを積み重ね情報発信してい

くことが必要不可欠である。

イ．農作物の収量に与えるバイオ炭の影響評価 

今回の一連の試験結果は、明瞭に収量の増加に寄与することを示している。試験地の土壌はい

わば更地であり、そのような状態では明らかにバイオ炭を使用すれば収量は増加する。しかし、

実際の農家であり、土作りを長年しっかりとおこなっている農地でのバイオ炭の影響が、今回の

結果がそのまま通用するとは限らない。

実際の農地での実績データの積み重ねや、農薬や化学肥料を多用する“化学農業”との比較な

ど、さまざまな条件下での試験結果の集積が待たれるところである。さらに収量だけではなく、

農作物の糖度や味覚など質的な面も含めた総合的な評価が必要となると考えられる。
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5)バイオ炭の土壌への適用

バイオ炭は土の機能を高めることが知られている。農業廃棄物を強力な土壌改良材に変えることに

より土を肥沃にして農作物の収穫量を増加させるとともに、農地の多様性を保つことができる。

バイオ炭については、以下の効果について研究・確認が行われている。

〇地下水への窒素流出の減少

〇窒素酸化物放出の減少

〇陽イオンの交換力を高めて土を肥沃にする

〇酸性土を緩和

〇保水力を増加

〇有益な微生物の増加

バイオ炭は、身近な材料で土壌を改良し長期間肥沃にすることも可能と考えられている。堆肥や糞

／農薬は、それらを単独または混合して用い、一定量を毎年土に入れることで成果を得るが、バイオ

炭を土壌改良材に使うと、これらの肥料を減量することも可能となる。バイオ炭は土の中に残るため、

１度使えば効果が長年続くことになる。

多くの地域で土壌の流出や劣化が起きており、農薬を集中的に使用しても土壌の生産力が失われ、

土壌と水資源の異変も発生している。土壌を持続的に管理する現今の優れた沢山の農業技術の中で、

土壌の生産性を高め水による養分の流出を防ぐため、バイオ炭は有効な方法と考えられている。

また、バイオ炭の効果は、少雨でやせた土地で最大になることがあげられる。

里山の伝統文化である炭焼きを通し日本だけでなく世界で持続可能で豊かな社会を作ることに貢

献している特定非営利活動法人チャコールブラックスによるバイオ炭の特徴を以下に整理する。

■バイオ炭の土壌微生物への影響

何十年もの日米の研究により、バイオ炭が、農業に有用な多くの微生物の活動を刺激すること

が判明している。微生物はバイオ炭の空孔を好み住み付くことにより、天敵と乾燥から逃れてい

るが、微生物は植物に多くのミネラル養分を提供している。

■農地でのバイオ炭の土への効果

熱帯の農場で数年間、バイオ炭の効果を調べた結果、pH や養分が適切に調整された条件下で

は、バイオ炭を使ったすべての場合でバイオ炭無しの場合よりも作物の生育は同等以上の効果が

認められている。

高度に肥沃なアイオワ州モリソルで米国農業局農業研究サービス部（ARS）により大規模な

野外調査が実施され、初年の結果は良好と報告されているが、決定的な結果を得るためにはさら

に数年は必要であるとしている。

バイオ炭の効果について、数千年にわたる証拠がある。最も有名なのはブラジルの肥沃なテ

ラ・プレタで、日本でも炭を土に適用する長い伝統があり、その技術は蘇えり、20 年間にわた

りコスタリカ他の国々に輸出されている。ブラジルと日本の伝統技術は、バイオ炭の土に対する

長期間の良い証拠となっている。
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■バイオ炭の土の特性への影響（pHや CEC）

・バイオ炭は酸性土壌を緩和して石灰の必要性を下げるが、多くの場合、養分の提供はできな

い。糞や骨から作ったバイオ炭は例外で、その材料からの大量の養分を含んでいる。

バイオ炭は土壌に養分を引き付けて保持するので、必要な肥料が少なくて済む。その結果、

肥料代が最少になり、かつ肥料（有機／化学）が土中に長期間保持される。

・世界的に殆どの農地は土壌 pH（酸性度）が低く、これを高める必要がある。バイオ炭表面

の負の電荷は養分を直接とらえ、酸性の土を緩和する。しかし、これは有機物質の一般的な

現象である。

・CECは陽イオン（Cation）の交換容量であり、土の肥沃度を示す特性指標の一つである。

カチオンは陽イオンで、植物の養分になる Ca2+、K+、Mg2+、他のことをいう。これらのイ

オンは、植物の根からその単純なイオンの形で吸収される。有機物やある種の粘土の表面に

は負の電荷があり、これらの陽イオンを電気力で保持している。植物の根は、これらの養分

を土壌との間で交換して受け取る。もし、土壌の陽イオン交換容量（CEC）が小さいと、

これらの養分は保持されず水に流されやすくなる。

■バイオ炭もアルカリ性土壌への適性

バイオ炭が使われるのは殆どが酸性の土壌であり、高い pH（6-10）のバイオ炭が用いられる。

ある研究では、酸性土壌とアルカリ土壌でのバイオ炭の効果が比較され、酸性土壌では作物が

著しく成長したが、アルカリ土壌では効果は不明確だった。

他の既存研究では、バイオ炭により pH が上昇し生産に悪影響が出たが、原因は pH＞6では

微生物の栄養が不足になるためであった。石灰性の材料をアルカリ土壌で使う際には注意が必要

であるが、バイオ炭をアルカリ土壌で適用するための、石灰性が僅少かゼロのバイオ炭製造が可

能である。

■バイオ炭は土壌中にどれだけ長く存在するか

バイオ炭の安定性は環境への効果を決めるため重要である。安定性が重要な理由は以下のとお

りである。

① バイオ炭が土壌中に長く存在すると、炭素の長期間埋設が可能になり、気候変動の緩和に

役立つため。

② バイオ炭が安定ならば、土質と水質の改善に長く寄与できるため。

バイオ炭は単一の材料ではなく、その特性はその製法と材料によって変化する。

殆どのバイオ炭は、わずかに変化しやすい部分があり、それよりはるかに多い安定な部分があ

る。文献などによると、その安定な部分が存続する平均的な期間は 500 年から 2～3000 年とし

ている。
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■バイオ炭の土の保水性改善

バイオ炭による保水性効果については、多くの、特に野外での研究が必要であるが、最も保水

性が必要な砂地の場合でバイオ炭の効果が一定して示されている。

オーストラリアの国立科学協会（CSIRO）が 2009 年 2 月にバイオ炭による保水性に関する

包括的な見解を発表した。それによると、バイオ炭の保水性改善に関して直接述べた研究は殆ど

ないが、バイオ炭での収量増加を認めた多くの研究で、保水性の良さが主要因だったと指摘して

いる。

■導入すべきバイオ炭の種類

バイオ炭が、全てで同じではないことは重要である。バイオ炭は炉で無酸素下の状態でバイオ

マスを熱処理し、揮発性ガスを放出した後に残るものである。

重要となる化学的・物理的特性は、用いる材料と炉の状態である。例として、糞から作ったバ

イオ炭は、木片で作ったものより遥かに栄養が多い。しかし、木片で作ったものは長時間土中で

持続する。2つの炭は非常に似ているが機能が異なる。

糞や骨からのバイオ炭は、主に灰（いわゆる高ミネラル灰バイオ炭）であり、大量の養分を植

物に提供可能である。この肥料の効果は化学肥料のように即効性があり、炭素分が 10％以下と

少ないので養分を長期間は保持できない。

バイオ炭の市場は新しく、現在のところバイオ炭の基準はないため、使用する際はバイオ炭の

原材料および製法、土壌での使用が確認済みであるか、検査結果を閲覧できるか等について、可

能な限り多くの情報を得る必要がある。

図 5-15 原材料別バイオ炭の概観
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■土に加えるべきバイオ炭の量

多くの種類のバイオ炭と土があるので、バイオ炭の使用者は、大規模に使用する前に事前に数

通りの小規模な適用試験を行うべきである。

成功例が多い試験の範囲は、バイオ炭の使用量で 5～50ｔ/ha （0.5～5kg/m2）である。

図 5-16 バイオ炭施肥量別作物の育成状況写真

■バイオ炭の適法方法

バイオ炭は堆肥、糞、農業残材のように用いてよいが、収穫の度毎に毎回施す必要はない。

バイオ炭を使う際は、いくつかの農業技法を考慮することが必要である。常に「風による飛散

や水による流出有無の確認」、「強風の日は飛散を避けるため、バイオ炭の使用を控える」などが

あげられる。

〇バイオ炭を表土に一様に混ぜる

・通常、最初の整地の後（例えば手くわ作業や、ディスク耕作）、適用する全範囲にバイオ

炭を散布する。この方法は作物生育の前に行え、石灰や糞の散布機を使ってバイオ炭を散

布できる。バイオ炭は液肥や、場合により液糞と混ぜて散布すると風で失われにくくなる。

・散布後は、手作業やディスク耕、チゼル耕でバイオ炭を土と混合する。バイオ炭を使う最

適な方法は、土の状態や農地の大きさによって決まるため一概ではないが、バイオ炭を表

土に一様に混ぜるには、一般的な土壌改良方法で対応可能である。

〇植樹孔へのバイオ炭適用

・果樹園を造る際、樹木農園で個々の樹木に対して、植穴にバイオ炭を使って植樹するのは、

弱って枯れる損失を最少にする技法である。

〇バイオ炭の溝内への施し

・様々な深さの溝に、バイオ炭を手や機械で施せる。バイオ炭を深い溝に入れれば、土で覆

われてバイオ炭の機能が十分となり失われるバイオ炭を最小にできる。さらに、農作物や

木の成長後も施用可能である。

・木の周りにバイオ炭を環状に施し、数個の穴を木の周りに配置して底にバイオ炭を入れて

敷く方法も良い。
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6.1 再生可能資源の成分構成などの目的

本計画で想定しているバイオガス発電施設の規模は、現在メーカーが販売している最小規模 4～5t

より小さく、メタン発酵のガス発生の安定性は不明な点がある。また、事業化した場合に採算性が確

保しにくい面がある。

そのため、再生可能資源の成分分析、メタン発酵試験などを実施し、メタンガス発酵設備の安定性・

信頼性を確認すると共に、メタン発酵を安定させるための課題や対策の検討を行う。

6.2  イオンモール沖縄ライカムの生ごみ処理の課題

本村で発生する生ごみは、「中城村・北中城村清掃事務組合」の青葉苑で焼却処理をおこなってい

る。しかし、イオンモール沖縄ライカムから排出される生ごみは、総量および含水率のなどの理由か

ら青葉苑で処理することができず、村外の事業者へ委託処理している状況である。

この委託費は通常の 3倍になり、事業者への負担となっている。

6.3 再生可能資源の排出施設の概要

6.3.1 排出施設の概要

1)店舗数

 表 6-1に、イオンモール沖縄ライカムの飲食、食品の店舗一覧を示す。店舗数は 2018年 2月現在

で 71店舗である。なお、イオン琉球からのごみの扱いについては、別会社ということもあり、完全

に別で処理されている。
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表 6-1 店舗一覧表

No 店舗名 内容
1 アメツチテラス（アースハンモックカフェ） カフェ
2 淡路島カレー＆琉球卵とじ丼 カレー＆卵とじ丼
3 あんかけチャーハンの店　香港　張家飯 炒飯
4 いきなりステーキ ステーキ
5 板前からあげ 唐揚げ・惣菜
6 ITALIAN BAR LIETTA イタリアンバル
7 沖縄そばまるみつ 沖縄ぜんざい・沖縄料理
8 カウボーイファミリー ステーキ・ハンバーグ
9 果汁工房　果琳 フレッシュジュース
10 鎌倉パスタ 生パスタ
11 カルディコーヒーファーム 輸入食品・コーヒー豆
12 京都北白川　ラーメン　魁力屋 ラーメン
13 串家物語 串揚げビュッフェ
14 久世福商店 グロサリー
15 厳選肉&ワイン グリル銀次 ワイン＆レストラン
16 無添　くら寿司 100円回転寿司
17 コールド・ストーン・クリーマリー アイスクリーム
18 五穀 和食
19 ゴディバ 洋菓子
20 SUBWAY サンドイッチ
21 サンクゼール グロサリー
22 サンマルクカフェ カフェ
23 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム
24 朱里旬集 和菓子
25 食堂どん 丼専門店
26 ジミー 洋菓子
27 JACK IN THE DONUTS ドーナツ
28 ジャンボステーキHAN'S ステーキ
29 すきしゃぶ食堂 すき焼き・しゃぶしゃぶ・お好み焼き・もんじゃ
30 スターバックス コーヒー カフェ
31 炭焼き牛たん仙台なとり 牛たん
32 世界で2番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス メロンパンアイス
33 センプレピッツァ ナポリピザ
34 タイガー本舗 中華
35 タイ王国　ジャイタイ タイ料理
36 タコス＆タコライス きじむなぁ オムタコ・タコライス
37 TULLY'S COFFEE カフェ
38 だがし　夢や 駄菓子
39 美ら音. Net 沖縄お土産ショップ
40 築地銀だこ たこ焼き・たい焼き
41 デザート王国 クレープ・タピオカドリンク
42 とりから一番 鶏の唐揚げ
43 とんかつ新宿さぼてん とんかつ
44 ドトールコーヒーショップ カフェ
45 DONQ EDITER ベーカリー
46 長崎ちゃんぽん リンガーハット ちゃんぽん
47 成田ゆめ牧場 ソフトクリーム
48 博多だるま SOUTH JAPAN ラーメン
49 博多天ぷら　たかお 天ぷら・天丼
50 ビアード・パパ シュークリーム
51 PEARL LADY CHA doki―茶時― お茶・タピオカドリンク
52 BEEF RUSH ステーキ＆ビュッフェ
53 フレッシュネスバーガー ハンバーガーカフェ
54 Blue Water Shrimp ガーリックシュリンプ
55 ブルーシール アイスクリーム・クレープ
56 プーゾチーズケーキセラー チーズケーキ
57 ベーカリーレストラン　バケット ベーカリーレストラン
58 マクドナルド ハンバーガー
59 Manoa Pancake House パンケーキ
60 Malasada Garage マサラダ
61 丸亀製麺 うどん
62 麦とろ海物語 自然薯山芋＆沖縄料理
63 焼肉なべしま 焼肉
64 ラナイカフェ パンケーキカフェ
65 Lee's kitchen 韓国料理
66 ルピシア 紅茶・日本茶・烏龍茶
67 Roy's リゾートダイニング
68 ロイヤルホスト 洋食レストラン
69 ローストビーフ星 ローストビーフ丼
70 わしたショップ 沖縄物産
71 わら焼き　いろは丸 海鮮
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2)受入施設

 以下に、イオンモール沖縄ライカムのごみ受入施設の概観を示す。生ごみだけでなく、可燃ごみな

ど全ての種類（22種類）のゴミを受け入れており、翌朝に搬出を行っている。

 本施設では、ごみを受入れるのみであり、分別などは行っていない。また、ごみ類の搬送は、種類

ごとに別のパッカー車にて行っている。

図 6-1 排出施設内のごみ受入施設

6.3.2 排出方法

1)排出の時間帯

 生ごみの搬出については、①17～18時および②22時～0時半の 2回で受入が可能である。ただし、

搬出受入業者へのヒアリングにより、ほぼ 9割程度は②22時～0時半の時間帯で搬出される。

図 6-2 廃棄物保管庫の利用時間に関する掲示
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2)排出のフロー

 生ごみ搬出のフローは以下のとおりである。イオンモール沖縄ライカムから排出されるごみ類は、

同施設内の受入施設で受け入れられる。この受入れ及び搬出・搬送作業は琉球管理産業が行い、有限

会社あらぐさに搬送される。有限会社あらぐさでは、生ごみを堆肥化に利用している。

図 6-3 資源の排出フロー図

6.4 排出量実績

6.4.1 施設全体からの排出量

1)日毎の排出量

 以下に、イオンモール沖縄ライカムの開店日からの日毎の生ごみ排出量を示す。また、表 6-2 お

よび図 6-4には、月毎の排出量および日平均排出量の推移を示す。

 生ごみ排出量は、開店直後には 2,000kg を超える日もあったが、それ以後は減少傾向になり、最

近はほぼ横ばい傾向にある。

 再生可能資源として利用可能な生ごみ量は、日平均で約 920kg 程度と考えられる。ただし、日最

大の排出量は 1,395kgである。メタン発酵槽は滞留時間が 25～30日であり、容量は十分にあるが、

受入れ施設はこの日最大量に対応した施設とする必要がある。
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図 6-4 日毎の排出量の推移

イオンモール

沖縄ライカム

有限会社 

あらぐさ 

（堆肥化に利用）受入・搬送 

琉球管理産業

最近 1年間での生ごみ排出量は、日最大 1,395kg、日最小 578kg、日平均で 924kgである。

日毎の生ごみ排出量は開店１年後程度までは減少傾向にあったが、最近１年程度はほぼ横ばいで

ある。横ばい傾向にあることから、活用可能な生ごみ量は、924kgとする。
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表 6-2 施設全体の月ごとの生ごみ排出量

月合計排出量 日数 日平均排出量
(kg) (日) (kg/日）

2015 4 13,940 6 2,323

2015 5 62,343 31 2,011
2015 6 45,108 30 1,504
2015 7 43,697 31 1,410
2015 8 42,783 31 1,380
2015 9 36,443 30 1,215
2015 10 33,645 31 1,085
2015 11 32,177 30 1,073
2015 12 33,907 31 1,094
2016 1 32,864 31 1,060
2016 2 27,470 29 947
2016 3 30,016 31 968
2016 4 29,810 30 994
2016 5 32,728 31 1,056
2016 6 29,486 30 983
2016 7 31,822 31 1,027
2016 8 33,352 31 1,076
2016 9 29,552 30 985
2016 10 28,266 31 912
2016 11 26,915 30 897
2016 12 29,573 31 954
2017 1 29,865 31 963
2017 2 23,911 28 854
2017 3 27,962 31 902
2017 4 28,357 30 945
2017 5 28,647 31 924
2017 6 27,520 30 917
2017 7 30,159 31 973
2017 8 32,101 31 1,036
2017 9 27,263 30 909
2017 10 28,014 31 904
2017 11 26,479 30 883
2017 12 27,122 31 875
2018 1 14,836 15 989

2017年1-12月の日平均排出量(kg/日） 924

月年
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図 6-5 施設全体の月ごとの生ごみ排出量
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表 6-3 施設全体の日毎の排出量

単位:kg
年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計
2018 1 968 1,175 1,184 1,395 992 915 1,047 1,133 1,045 759 731 743 782 994 973 14,836

2017 12 712 771 1,108 1,197 630 706 732 755 755 1,145 1,052 741 725 743 731 782 979 1,266 793 771 732 748 756 1,007 1,294 868 831 751 869 1,020 1,152 27,122

2017 11 729 754 868 1,065 1,084 1,073 822 717 711 753 785 1,060 1,248 735 716 699 744 841 1,026 1,109 745 792 798 1,081 932 1,198 1,083 889 689 733 26,479

2017 10 932 1,287 905 781 786 740 870 1,052 1,146 1,164 858 841 756 866 1,112 1,199 716 818 627 807 956 1,061 1,084 794 727 637 743 837 902 1,120 890 28,014

2017 9 881 916 985 1,056 933 910 793 826 842 969 1,181 829 870 845 751 936 1,007 986 1,376 931 832 824 830 1,090 937 890 703 723 714 897 27,263

2017 8 994 928 854 777 894 1,223 1,289 972 816 1,077 1,101 1,287 1,241 1,238 1,131 1,017 1,021 1,072 1,080 974 1,264 1,022 966 1,093 1,011 949 1,089 1,226 837 847 811 32,101

2017 7 839 1,132 1,085 878 845 834 786 838 1,173 1,133 851 867 803 904 889 1,114 1,302 1,149 941 795 822 990 1,057 1,212 885 931 833 986 990 1,123 1,172 30,159

2017 6 792 792 856 1,013 1,169 769 1,082 773 758 803 1,023 1,233 913 940 843 776 857 1,136 1,063 941 809 849 780 1,074 1,098 1,109 861 755 733 920 27,520

2017 5 1,168 900 862 1,068 1,078 1,093 1,137 1,252 808 755 748 752 965 1,061 1,043 886 767 665 865 867 1,029 1,169 797 698 833 824 789 992 1,051 877 848 28,647

2017 4 1,090 1,198 1,191 860 907 1,011 838 931 1,021 1,090 833 857 844 836 945 1,059 1,087 750 785 751 987 906 1,182 1,139 794 800 804 905 896 1,060 28,357

2017 3 578 881 758 652 1,097 1,395 803 745 718 663 792 1,122 1,120 834 833 761 793 895 1,048 1,057 1,134 933 757 861 894 1,090 1,177 874 909 906 882 27,962

2017 2 828 846 789 825 960 1,041 752 737 719 774 895 1,193 981 824 715 830 773 809 1,022 1,025 753 741 695 780 720 1,028 1,078 778 23,911

2017 1 1,192 1,161 1,343 1,274 1,081 967 876 1,155 1,115 1,150 787 772 791 797 1,091 1,109 889 750 814 854 880 1,053 1,098 848 781 879 746 831 947 1,092 742 29,865

2016 12 671 723 845 1,108 966 783 740 786 831 826 1,136 1,098 900 818 777 893 793 1,061 1,263 827 881 770 838 1,336 1,230 1,194 1,189 954 990 986 1,360 29,573

2016 11 783 740 809 1,149 818 1,027 1,087 856 753 734 756 809 1,075 1,080 857 692 809 786 840 1,032 1,170 772 781 990 825 952 1,070 1,140 958 765 26,915

2016 10 872 1,152 1,156 29 985 823 862 800 1,313 1,126 1,269 941 647 755 936 1,217 1,110 831 770 777 849 769 1,127 1,083 733 804 786 774 769 1,042 1,159 28,266

2016 9 882 892 936 1,132 1,165 835 888 823 936 954 1,024 1,137 921 862 790 908 980 1,184 1,264 1,317 938 907 1,127 941 1,288 970 1,013 779 892 867 29,552

2016 8 1,190 1,024 922 840 1,006 995 1,245 1,433 1,136 916 932 1,257 1,144 1,166 1,379 941 975 1,019 1,176 1,031 1,338 1,259 906 975 990 968 960 1,147 1,299 916 867 33,352

2016 7 966 995 1,167 1,186 913 854 868 965 960 1,196 1,267 1,039 843 877 946 908 1,225 1,330 1,439 896 912 950 1,014 1,100 1,184 911 786 902 968 1,013 1,242 31,822

2016 6 1,010 814 871 988 1,025 1,371 843 827 838 830 841 1,183 1,322 945 907 794 854 950 1,207 1,206 947 852 974 1,083 978 1,177 1,279 897 911 762 29,486

2016 5 1,244 1,205 1,015 1,299 1,550 1,484 1,087 1,159 1,290 1,033 886 904 875 860 1,164 1,331 955 977 879 829 867 1,118 1,258 724 784 831 1,025 837 1,115 1,169 974 32,728

2016 4 920 1,097 1,026 1,177 1,076 905 802 1,107 951 1,248 1,180 876 917 924 882 932 1,099 1,265 893 831 898 786 976 1,110 1,289 843 910 857 792 1,241 29,810

2016 3 758 830 812 744 874 1,031 1,201 857 758 866 798 920 1,013 1,021 919 913 886 773 1,095 1,262 1,126 1,387 793 862 992 1,125 1,165 1,267 1,142 943 883 30,016

2016 2 1,182 804 968 888 694 977 1,185 872 898 771 793 1,020 1,089 1,154 1,233 935 858 810 862 839 945 1,199 850 862 792 811 905 980 1,294 27,470

2016 1 1,482 1,404 1,290 1,591 1,365 1,178 963 917 1,060 1,174 1,272 1,326 921 952 1,042 917 1,062 1,325 972 927 703 799 800 1,129 1,265 825 849 739 882 613 1,120 32,864

2015 12 988 932 863 949 828 1,214 1,403 1,039 856 909 942 828 1,098 1,347 1,162 964 911 993 1,169 1,236 1,250 1,090 1,093 1,316 1,208 1,071 1,295 1,272 1,201 1,209 1,271 33,907

2015 11 1,093 1,325 1,005 1,174 930 926 977 1,219 1,210 991 905 934 849 976 1,259 1,318 906 993 818 1,070 835 1,114 1,555 1,503 908 989 982 969 1,247 1,197 32,177

2015 10 990 1,078 970 1,225 1,235 1,117 990 980 970 931 1,411 1,431 1,548 1,019 970 1,020 1,037 1,280 1,300 1,093 1,026 950 932 1,054 996 1,100 1,033 1,029 819 1,098 1,013 33,645

2015 9 1,324 1,160 1,064 1,369 1,031 1,357 1,471 1,234 1,251 1,043 1,017 1,080 1,292 1,498 1,099 1,019 980 1,121 1,098 1,225 1,372 1,548 1,539 1,274 1,254 1,029 1,205 1,392 1,019 1,078 36,443

2015 8 958 1,598 1,670 1,259 1,352 1,076 1,344 1,194 1,303 1,763 1,375 1,350 1,257 1,375 1,507 1,702 1,721 1,434 1,324 1,265 1,217 1,225 1,522 1,804 1,120 1,322 1,247 1,315 1,215 1,344 1,625 42,783

2015 7 1,266 1,865 1,325 1,545 1,533 1,834 1,542 1,124 1,356 905 1,412 1,587 1,990 1,209 1,340 1,369 1,205 1,286 1,075 1,911 1,833 1,366 1,274 1,166 1,475 1,479 1,559 1,201 1,159 1,185 1,321 43,697

2015 6 2,101 1,665 1,374 1,087 1,573 1,228 1,566 1,761 1,804 1,295 1,005 1,388 1,219 1,618 1,813 1,598 1,307 1,272 1,257 1,522 1,812 1,787 1,648 1,554 1,287 1,334 1,238 1,788 1,653 1,554 45,108

2015 5 2,467 2,422 2,187 2,865 2,425 2,519 2,305 2,290 1,792 2,171 2,758 1,978 2,027 1,888 1,775 1,985 2,081 2,003 2,084 2,013 1,083 1,760 1,762 1,743 1,666 2,318 1,646 1,324 1,797 1,305 1,904 62,343

2015 4 1,640 2,650 2,680 2,450 2,120 2,400 13,940

日数 997 (日) 全日数平均重量 1,061 (kg) 2017年1‐12月 日平均排出量 924 kg/日 日最大排出量 1395 kg/日 日最小排出量 578 kg/日

-
 
9
2
 
-



2)曜日毎の排出量

 以下に曜日毎の排出量を示す。日曜日および月曜日が多い傾向にあるが、これは計測した日が、生

ごみの発生した翌日であるためと考えられ、土曜日および日曜日の排出量が多いと考えられる。

 土曜日および日曜日の排出量が多い傾向にあるが、量が倍程度の顕著な差にはなっていない。

合計排出量 日数 日平均排出量
(kg) (日) (kg/日）

月 185,051 143 1,294

火 148,926 142 1,049
水 137,166 142 966
木 132,692 142 934
金 138,744 142 977
土 143,653 143 1,005
日 171,901 143 1,202
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図 6-6 曜日毎の排出量

6.4.2 店舗毎の排出量

 店舗毎の生ごみ排出量を整理したものを表 6-4 に示す。店舗毎の排出量をみると、やや店舗毎の

排出量の差が大きいことがわかる。

 飼料化資材として利用しやすいパンくず、麺くず等を排出する店舗について整理すると、約 7 店

舗程度あり、1 日当たりの排出量は 180kg 程度と比較的大きい。ただし、うどん店に関してはネギ

等、パン類と共に野菜なども混入しており、全てが飼料化資材に適するものではなく、状況に応じて

分別、使用する必要がある。

店舗毎に生ごみ排出量の差は、比較的大きい。

飼料化資材として利用しやすい生ごみを排出する店舗の 1日当たりの排出量は 180kg程度と比

較的大きい。
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表 6-4 店舗毎の生ごみ排出量

総重量 排出日数 1日平均排出量
(kg) (日) (kg/日）

1 ＡＢＣクッキングスタジオ 9,703 1,011 9.6

2 Ｂｌｕｅ　Ｗａｔｅｒ　Ｓ 5,826 1,037 5.6
3 ＣＨＡＤＯＫＩ 204 17 12
4 ＣＩＮＥＭＡ　ＲＹＣＯＭ 23,461 1,039 22.6 〇
5 ＤＯＮＱＥＤＩＴＥＲ 20,129 1,059 19 〇
6 ＩＴＡＬＩＡＮＢＡＲ　Ｌ 5,972 1,034 5.8
7 Ｌｅｅ　ｓ　ｋｉｔｃｈｅ 18,957 1,006 18.8
8 Ｒｏｙ　ｓ 18,780 1,048 17.9
9 Ｔａｃｏｓ　ＫＩＪＩＭＵ 14,444 1,039 13.9
10 アメツチテラス 215 155 1.4
11 いきなりステーキ 26,387 1,047 25.2
12 カウボーイＦａｍｉｌｙ 31,570 741 42.6
13 カルディコーヒーファーム 1,015 70 14.5
14 グリル銀次 7,458 359 20.8
15 コールドストーンクリーマ 2,043 848 2.4
16 ゴディバ 21 14 1.5
17 サーティワンアイス 221 181 1.2
18 サブウェイ 2,153 472 4.6
19 サンクゼール 2 2 1
20 サンマルクカフェ 13,094 1,048 12.5 〇
21 ジャックインザドーナツ 14,939 1,039 14.4 〇
22 スターバックス 2,071 62 33.4
23 ステーキ　ＨＡＮ　Ｓ 13,251 1,014 13.1
24 センプレピッツァ 889 240 3.7
25 タイガー本舗 26,803 1,044 25.7
26 タイ国料理ジャイタイ 13,877 984 14.1
27 だがし　夢や 14 2 7
28 デザート王国 4,367 875 5
29 ドトールコーヒー 912 431 2.1
30 とんかつ新宿さぼてん 30,944 1,063 29.1
31 バケット 21,202 949 22.3 〇
32 ビアード・パパ 4,159 1,002 4.2
33 プーゾチーズケーキセラー 2,560 1,028 2.5
34 ブルーシール 2,131 1,020 2.1
35 フレッシュネスバーガー 4,276 949 4.5
36 マクドナルド 13,598 842 16.1
37 まるみつ 7,407 985 7.5
38 ラナイカフェ 26,919 1,060 25.4 〇
39 リンガーハット 18,659 1,006 18.5
40 ルピシア 9 11 0.8
41 ロイヤルホスト 20,961 994 21.1
42 わしたショップ 7 1 7
43 わら焼き　いろは丸 12,604 1,040 12.1
44 果汁工房　果琳 17,747 1,035 17.1
45 鎌倉パスタ 16,220 925 17.5
46 丸亀製麺 69,867 1,027 68 〇
47 久世福商店 43 3 14.3
48 京都北白川　ラーメン　魁 36,966 980 37.7
49 串家物語 33,727 1,040 32.4
50 五穀 48,781 987 49.4
51 焼肉なべしま 38,033 934 40.7
52 世界で２番めにおいしい焼 262 24 10.9
53 成田ゆめ牧場 99 45 2.2
54 淡路島カレー琉球卵とじ丼 3,780 232 16.3
55 炭焼き牛たん仙台なとり 20,008 1,049 19.1
56 築地銀だこ 12,318 1,051 11.7
57 張家飯 19,621 1,057 18.6
58 博多だるま 24,493 1,053 23.3
59 博多天ぷら　　たかお 34,352 1,056 32.5
60 麦とろ海物語 11,821 1,052 11.2
61 板前からあげ 391 15 26.1
62 美ら音 2 1 2
63 粉ざ焼 8,410 501 16.8
64 未来屋書店 852 1,021 0.8
65 無添　くら寿司 82,656 977 84.6
66 ローストビーフ星 21,575 1,054 20.5
67 食堂どん 17,813 1,012 17.6
68 とりから一番 6,101 998 6.1
69 BEEF RUSH 21,833 1,007 21.7

総計 991,982 1,071 926.2

質が均一なごみ(パン・麺くず）の平均排出量 184.2kg

No 店舗名
質が均一な生ごみ
(パン・麺くず）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ＡＢＣクッキングスタジオ

Ｂｌｕｅ Ｗａｔｅｒ Ｓ

ＣＨＡＤＯＫＩ

ＣＩＮＥＭＡ ＲＹＣＯＭ

ＤＯＮＱＥＤＩＴＥＲ

ＩＴＡＬＩＡＮＢＡＲ Ｌ

Ｌｅｅ ｓ ｋｉｔｃｈｅ

Ｒｏｙ ｓ

Ｔａｃｏｓ ＫＩＪＩＭＵ

アメツチテラス

いきなりステーキ

カウボーイＦａｍｉｌｙ

カルディコーヒーファーム

グリル銀次

コールドストーンクリーマ

ゴディバ

サーティワンアイス

サブウェイ

サンクゼール

サンマルクカフェ

ジャックインザドーナツ

スターバックス

ステーキ ＨＡＮ Ｓ

センプレピッツァ

タイガー本舗

タイ国料理ジャイタイ

だがし 夢や

デザート王国

ドトールコーヒー

とんかつ新宿さぼてん

バケット

ビアード・パパ

プーゾチーズケーキセラー

ブルーシール

フレッシュネスバーガー

マクドナルド

まるみつ

ラナイカフェ

リンガーハット

ルピシア

ロイヤルホスト

わしたショップ

わら焼き いろは丸

果汁工房 果琳

鎌倉パスタ

丸亀製麺

久世福商店

京都北白川 ラーメン 魁

串家物語

五穀

焼肉なべしま

世界で２番めにおいしい焼

成田ゆめ牧場

淡路島カレー琉球卵とじ丼

炭焼き牛たん仙台なとり

築地銀だこ

張家飯

博多だるま

博多天ぷら たかお

麦とろ海物語

板前からあげ

美ら音

粉ざ焼

未来屋書店

無添 くら寿司

ローストビーフ星

食堂どん

とりから一番

BEEF RUSH

一日平均排出量

(kg)

-
 
9
4
 
-





6.5 生ごみ成分分析・試験の目的

 生ごみの成分構成を分析することで、メタン発酵や堆肥化等の各バイオマス処理を行う場合の成分

構成による課題を把握する。また、特にメタン発酵試験については、生ごみの成分がガスの発生に影

響するため、メタン発酵のポテンシャルを把握するために簡易なメタン発酵試験を実施する。

表 6-5 生ごみ成分分析・試験の目的

分析・試験 分析・試験の目的 

成 分 分 析 ごみの三成分や栄養成分、メタン発酵に影響する項目などの分析を実施

メタン発酵試験 生ごみを簡易なメタン発酵試験に供し、メタン発酵のポテンシャルを把握

6.6 生ごみの採取方法

1)採取日

 分析は、季節変動を把握するため、年 4 回程度実施することが理想であるが、本業務内では難し

いため、代表的な平日の 1回の調査を実施する。

2)採取方法

 生ごみの採取の方法を以下に示す。店舗毎に排出される生ごみはイオンモール内では混合されない

ため、採取時は店舗毎に採取を実施する。

 採取方法を図 6-7 に示す。ごみの内容の偏りをさけるため、採取時は各店舗からの生ごみ 10%程

度にあたる数 kg程度をビニール袋に採取する。その後、ビニール袋内でよく混合し、当日の各店舗

毎の排出量に応じて、ビニール袋内から再度採取して全ての店舗分を混合し、分析の対象とする。

生ごみの採取は、代表的な平日の 1日に実施することとし、2018年 2月 14日に実施した。

生ごみの採取は、店舗毎に偏りがないようにごみの採取を行い、混合し分析の対象とする。

採取時には、生ごみの構成内容（野菜類、ごはん類など）や卵の殻の混入などの確認を行う。

- 95 -



図 6-7 生ごみ採取の方法

3)生ごみの構成の確認

 採取時には、サンプリングシートを持参し生ごみの内容を確認する。具体的には以下に示すように、

生ごみの構成内容（野菜類、ごはん類、麺類などの構成）、卵の殻・甲殻類の殻の混入について確認

する。また、概観の写真を撮影する。

図 6-8 生ごみサンプリングシートの例

店舗毎に数 kg程度を

ビニール袋へ採取

ビニール袋内でよく混合

ビニール袋内から、当日の各店舗の

排出量の比率に応じて採取

各店舗から採取したものを混合し

分析対象(10kg程度)とする。
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6.7 成分分析・試験の方法

6.7.1 生ごみの成分分析方法

 ごみの分析項目は、施設の種類ごとに以下のような試験項目が例として示されている。生ごみの処

分方法として、メタン発酵、炭化、堆肥化、飼料化が想定されるため、各処理方法で分析が必要とな

る項目を分析項目で設定する。

表 6-6 施設の種類とごみ質試験項目の例

※「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」より抜粋

 生ごみの分析項目は表 6-7 のとおりとする。また、各分析項目の分析を行う理由と着眼点は以下

のとおりである。

1)単位体積重量、含水率、異物混入率、pH 

 ごみ質の基本的な項目のため、分析を実施する。

2)ごみの三成分、低位発熱量

 炭化や飼料化など、燃焼や加熱を行う際のごみの分析に必須項目である。

3)TS、VS、T-COD 

 メタン発酵を行う場合、ごみ質を判断する基本的な項目である。

4)ケルダール性窒素、アンモニア性窒素

 アンモニアは高濃度になるとメタン発酵を阻害する要因となるため、分析を実施。また、ケルダー

ル性窒素のうちの有機性窒素は、分解によりアンモニアを生成するため、これもアンモニアの生成を

把握するために必要な項目である。

5)炭水化物、タンパク質、脂肪、リグニン

 脂肪やタンパク質は、炭水化物に比べてメタンガスが発生しやすい成分であり、この成分比率を把

握することでメタンの生成能を把握できる。ただし、タンパク質は多すぎるとアンモニアを生成し、

メタン発酵の阻害となる。

 また、リグニンは難分解性有機物であり、量が多いとメタン発酵の阻害となる。

生ごみの成分分析項目は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」を参考に必要な

項目を設定し、表 6-7のとおりとする。
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6)炭素、水素、酸素、窒素、リン、硫黄、塩素、カリウム、鉄、ニッケル、コバルト（銅、セレン、

マンガン、タングステン、モリブデン、ホウ素、亜鉛）

 炭素、窒素、リン、カリウムなどは、微生物の活動に必須の元素であり、分析を行う。

 また、鉄、ニッケル、コバルトなどの微量金属類も微生物の活動に必須であるが、生ごみや食品残

渣などの場合、メタン発酵の運転時間が長くなると枯渇することがある。

7)卵の殻、骨などカルシウム分

 卵の殻や骨などカルシウム分が多いと、機器にこびりつき故障の原因になる事例が報告されており、

これらの混入の有無を目視で把握する。
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表 6-7 分析項目

分類 分析項目 分析の目的 備考

ﾒﾀﾝ発酵 炭化・飼料化 堆肥化

基本的項目 ごみの三成分（水分、可燃分、灰分） 〇

低位発熱量 〇 推定式による

単位体積重量 〇 〇 〇

含水率 〇 〇 〇

異物混入率（つまようじ、繊維、ゴム等） 〇 〇 〇

水質項目 pH 〇 〇

TS（全蒸発残渣） 〇

VS（強熱減量） 〇

T-CODcr（化学的酸素要求量） 〇

ケルダール性窒素 〇

アンモニア性窒素 〇

有機物構成 炭水化物 〇

タンパク質 〇

脂肪 〇

リグニン 〇

元素分析 炭素、水素、酸素、窒素、リン、硫黄、塩素、カリウム、

鉄、ニッケル、コバルト（銅、セレン、マンガン、タン

グステン、モリブデン、ホウ素、亜鉛）

〇 〇 〇 ICP-MSなどにより測定

-
 
9
9
 
-



6.7.2 メタン発酵試験の方法

1)試験概要

（１）試験場所：(株)バイオガスラボ金沢研究所

（２）試験期間：2018 年 2 月 21 日～3 月 8 日

（３）試験概要：小規模メタン発酵タンク内に試料を適量投入し、バイオガス発生状況を計測するこ

とにより当該試料のバイオガス発生量ポテンシャルを検討する。

表 6-8 メタン発酵試験の概要

2)試験内容

（１）試料

１）サンプル：受領した 47 種類のサンプル（種類と写真を巻末に示す）

２）サンプル受領日：2018 年 2 月 16 日

３）サンプルの調整

受領した各サンプルは種類が多かったため次の通りに調整を行った。調整の写真を図 6-11 に

示す。

受領した各サンプルは貴社ご指示の重量にとりわけ混合した。混合した各重量表は巻末の参

考資料に示す。

混合したサンプルを 2 軸の破砕装置により破砕し、出来る限り均一になるようにした。一

度の破砕だと処理後のサンプルも大きく均一にならなかったため再度破砕装置で 2 回目の

処理を行った。

破砕機において 2 回処理したサンプルはより均一に細かくするために 2 軸破砕機において

2 回処理したサンプルを袋に入れ均等になるように手で撹拌した後、適量取り、ミキサー

にかけ分析及び試験に供した。

メタン発酵試験は、2~4週間程度で中温によるバッチ試験により行う。

メタン発酵試験の分析項目は、バイオガス中のメタン濃度およびバイオガス発生量とする。
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（２）実施事項

１）分析

①試験に供した混合食品残渣の性状分析

②試験により発生したバイオガスのメタン濃度の測定

２）試験

①試験に供した量・・・50 ｇ

②試験機器及び試験条件

ⅰ）メタン発酵槽：3.5L 

ⅱ）発酵温度：37 ℃ ± 0.5 ℃

ⅲ）撹拌状況：常時撹拌

メタン発酵試験に使用する種汚泥は、生ごみの基質に普段から馴致されている汚泥を発酵

槽に投入する。

③試験実施期間

試験はバイオガス発生速度が小さくなり、バイオガスの発生がほぼ認められなくなるまで実

施した。

④試験回数：１回

⑤試験装置の構成、試験室及び機器を以下に示す。

図 6-9 試験装置の構成
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図 6-10 試験室全景と試験装置

3)分析項目

 メタン発酵試験の分析項目は、バイオガス中のメタン濃度およびバイオガス発生量とする。
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写真-１ 写真-2

サンプル47種 破砕前サンプル

写真-3 写真-4

二軸破砕1回後 二軸破砕2回後

写真-5 写真-6

試験用ミキサー処理後 二軸破砕機

図 6-11 メタン発酵試験状況写真
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6.8 生ごみの構成内容把握の結果

表 6-9に、生ごみ採取時に確認を行った各店舗の生ごみの構成内容を示す。

 野菜類やごはん類が混入している店舗が多く、魚やパンが混入している店舗は少なかった。また、

バイオマス処理に影響を与える可能性がある、卵の殻や甲殻類などのカルシウム分の混入がある店舗

も多かった。

生ごみの構成として、野菜類やごはん類が混入している店舗が多く、魚やパンが混入している店

舗は少ない。

卵の殻や甲殻類の混入がある店舗は多くある。
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表 6-9 各店舗の生ごみ構成内容

様々な
ゴミ

野菜類 ごはん類 麺類 揚げ物 肉 魚 パン
その他炭
水化物

お菓子・
果物

飲料

1 10.8 炭焼き牛たん仙台なとり 〇 〇

2 23.8 あんかけチャーハンの店　香港　張家飯 〇 〇 〇 〇
3 9.0 淡路島カレー＆琉球卵とじ丼 〇 〇
4 0.5 ドトールコーヒーショップ 〇
5 2.9 Blue Water Shrimp

6 3.8 麦とろ海物語
※ 〇 〇

7 2.9 タコス＆タコライス きじむなぁ
※ 〇 〇 〇

8 2.6 デザート王国 〇
9 25.8 ロイヤルホスト 〇 〇 〇
10 25.5 Lee's kitchen 〇 〇 〇 〇

11 14.8 博多天ぷら　たかお
※ 〇 〇 〇

12 4.1 博多だるま SOUTH JAPAN 〇 〇 〇
13 3.0 沖縄そばまるみつ 〇 〇
14 11.1 ローストビーフ星 〇

15 9.0 麦とろ海物語
※ 〇 〇 〇

16 2.6 ITALIAN BAR LIETTA 〇 〇
17 8.2 サンマルクカフェ 〇 〇
18 14.3 ラナイカフェ 〇 〇 〇
19 11.3 ベーカリーレストラン　バケット 〇
20 8.2 JACK IN THE DONUTS 〇
21 8.8 DONQ EDITER 〇
22 7.8 CINEMA RYC 〇 ポップコーン、コーヒーかす
23 14.0 タイ国料理　ジャイタイ 〇 エビの殻
24 10.8 長崎ちゃんぽん リンガーハット 〇

25 2.4 BEEF RASH 〇 〇

26 20.0 とんかつ新宿さぼてん 〇 〇
27 6.2 ABCクッキングスタジオ 〇 〇 〇

28 10.0 博多天ぷら　たかお
※ 〇 〇

29 5.5 ジャンボステーキHAN'S 〇 〇 〇
30 8.6 とりから一番 〇 〇
31 10.6 果汁工房　果琳 〇
32 11.8 築地銀だこ 〇 〇
33 7.9 わら焼き　いろは丸 〇 〇 〇 エビの殻
34 54.8 無添　くら寿司 〇 〇 〇
35 25.6 串家物語 〇 〇 〇
36 40.0 焼肉なべしま 〇 〇 〇
37 7.8 Roy's 〇 〇 〇
38 38.5 五穀
39 47.3 丸亀製麺 〇 〇 〇 〇 卵の殻
40 12.2 マクドナルド 〇 〇 〇 卵の殻

41 19.8 ワイルドオーシャン
※ 〇 〇 〇 閉店済みで店舗名が異なる可能性有り

42 2.5 SUBWAY 〇
43 0.3 未来屋書店 〇
44 0.2 ビアード・パパ 〇
45 0.9 ブルーシール 〇 〇

46 5.4 タコス＆タコライス きじむなぁ
※ 〇 〇 〇 卵の殻

47 2.2 プーゾチーズケーキセラー 〇 〇 卵の殻
合計 576.0 1 28 19 6 5 10 1 5 1 9 0 14

※サンプリング時に複数の袋があり、店舗名が重複するもの

生ごみの構成

No
サンプリング日
排出量
(kg)

店舗名 備考
卵の殻、甲殻類の

混入

-
 
1
0
5
 
-



6.9 成分分析・試験結果と考察

6.9.1 試験結果

 成分分析の結果を以下に示す。

1)成分・性状分析結果

表 6-10 成分分析結果（基本的項目）

表 6-11 成分分析結果（有機物・栄養成分など）
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1)バイオガス発生状況

 バイオガスの発生状況は良好である。生ごみや食品残渣は、早い段階でガスの発生が落ち着く傾向

にあり、本試験でも 10日程度でガスの発生が収まった。

図 6-12 試験終了時のバイオガス発生量 (*1)とその推移

(*1) バイオガス発生量は、試験に使用したものと同じ種汚泥を無負荷で同時に運転した時のバイオ

ガス発生量をブランクとして差し引いた値である。

2) バイオガス中のメタン濃度測定

試験において発生したバイオガス中のメタン濃度の測定結果を以下に示す。

表 6-12 バイオガス中のメタン濃度(*2) 

(*2)メタン濃度は、試験開始時から終了時まで発生したバイオガス全量をアルミバッグに捕集し、終

了後ガスクロマトグラフィーで分析を実施した。
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6.9.2 考察

1)試料の性状

（１）pH 

pH は 4.8 であり低めであったが、食品残渣は pHが低い傾向にあり、発酵処理には問題が無い値

である。状況に応じて、pH調整剤を添加する可能性もある。

（２）TS（蒸発残留物）

TS は 34.1 %であり高い値であった。以下に示すように、一般的な生ごみの TSは 10~16％程度で

あり、今回の試料は比較的水分が少なく、一般的な生ごみの半分程度であると言える。。

表 6-13 生ごみなどの固形物濃度、メタン濃度

出典：「メタン発酵」技法堂出版野池達也著より

（３）強熱減量

有機物量を示す強熱減量は 93.7 %であり、有機物量が多いことが示された。

（４）CODcr 

CODcr は 460,000mg/kg と高い値を示した。以下に示すように一般的な調理くずと同じ程度の値

であり、メタン生成の基となる有機物は十分に含まれていると言える。

表 6-14 生ごみ等の化学分析値

出典：「メタン発酵」技法堂出版野池達也著より

（５）窒素類

有機性窒素とアンモニア性窒素の合計であるケルダール性窒素は 8,300 ㎎/kg であり、アンモニ

ア濃度は 140mg/kg であった。初期はアンモニア性窒素濃度は低いが、有機態窒素が分解されるこ

とにより、アンモニアによるメタン発酵の阻害が懸念される。

対象の生ごみは、水分が少なめで有機物が多い試料であったと言える。

有機態窒素濃度が高いため、アンモニアの生成によるメタン発酵の阻害が懸念される。

微量金属類はメタン発酵を阻害する程ではなく、適切な量が含まれている。

- 108 -



（６）リン及びカリ

T-P は 930mg/kg（2.0 mg/g-COD） であり、カリは 1,400mg/kg（1,070mg/L） であった。これ

らの栄養塩類は以下に示す至適濃度の範囲にあり、問題ないと言える。

表 6-15 微量栄養塩の要求量

出典：「メタン発酵」技法堂出版野池達也著より

（７）炭素等含有量

炭素の含有量は 47.7%と高く、窒素が 2.79%、硫黄が 0.213%であった。C/N比は 17である。C/N

比が小さいほど消化液のアンモニア性窒素は高くなり、メタン発酵の阻害が懸念される。下表と比べ

ると、下水汚泥などに比べると阻害は少ないと想定される。

表 6-16 生ごみ等の C/N比など

出典：「メタン発酵」技法堂出版野池達也著より

（８）粗たん白質等

粗たん白質は 5.2%、粗脂肪が 6.14%、炭水化物が 17%であり、粗脂肪が高めであること及び炭水

化物系の食品残渣が多かったと考えられた。リグニンは 1.25%と非常に低い値であった。リグニンは

難分解性の有機物であるが、濃度は低いため問題ないと言える。

（９)金属類等

今回分析した項目では特に有害物質として問題になるほど含有されていた項目はない。

ただし、塩素は 3,300mg/kg 含有されており、やや高めの値である。微量金属類の要求量は、ほ

とんどの元素で含まれており、元素の添加材の必要性は低いと言える。
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（１０）異物混入率

 重量比として、1％の異物が混入している状況であった。混入物としては、紙、木材およびプラス

チックが確認された。

 紙・木材については、生ごみと共にメタン発酵に供することがあるため発酵不適物とは言えない。

プラスチックはメタン発酵に供するべきではなく、生ごみの収集段階およびメタン発酵槽に投入する

前段階で分別する必要がある。

図 6-13 異物混入の状況

2)バイオガス発生量

（１）メタン濃度

混合食品残渣から発生したバイオガス中のメタン濃度は表 6-12 に示した通りであり、58.9%と

60％近い値であった。表 6-13に示すように、通常の生ごみを若干上回るメタンガス濃度であり、メ

タンガスの濃度は高いと言える。

（２）バイオガス発生量原単位(*3) 

バイオガス発生量のポテンシャルはバイオガス発生量原単位として表すことが出来る。原料湿重量

当たりのバイオガス発生量原単位とメタン発生量原単位を表 6-17に示す。

表 6-19に示す他の生ごみ試料と比較すると、今回の試料はガス発生量原単位としては高い値であ

り、これは分解されやすい原料であると共に、TS が高いことも一因であると考えられた。また、表

6-20 に示す他の様々なバイオマスのガス発生量原単位と比較しても、今回の試料は高いガス発生量

が大きいことがわかる。

(*3)原単位とは原料 1t あたりのバイオガスの発生量を示し、湿重量当たり、固形物量当たり等、基

となる重量により異なる。

メタン濃度は 58.9%と他の生ごみの平均値と比べて高く、メタンガス発生のポテンシャルは高い。

メタン発生量原単位、固形物あたりのバイオガス発生量についても、他の生ごみと比べて同等も

しくはそれ以上のレベルにある。その他のバイオマスと比較してもガス発生率は高いと言える。
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表 6-17 バイオガス発生量原単位

（３）乾物量当たりのガス発生量

固形物量（TS）当たりのバイオガス発生量原単位とメタン発生量原単位および有機物量（VS）当

たりのバイオガス発生量原単位とメタン発生量原単位を以下に示す。

表 6-19のガス発生倍率と比較すると同程度のガス発生量となっており、メタンガスの発生は問題

ないと言える。

表 6-18 固形物量・有機物量当たりのバイオガス発生量

表 6-19 生ごみのメタン発酵性能の例

出典：「メタン発酵」技法堂出版野池達也著より
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